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はじめに──なぜ貧困か

貧困層とはどのような人たちで，どのような

生活を送っているのか。何が原因で貧困なのか。

これらは貧困研究をする際に誰もが思い浮かべ

る疑問の例である。世界銀行の『世界開発報告』

２０００年版は，貧困を物的，心理的，身体的，社

会的などの側面から多面的に捉え，そこから脱

却するためには活動機会，エンパワメント，リ

スクや暴力への保障が必要だと説く。貧困層が

参加できる労働機会を増やして所得を増やし，

社会的に認知されることが必要であり，そのた

めには他者と同じように権利が保証され，公的

サービスが受けられるようにし，そして，リス

クや暴力などへの対処能力が不足している貧困

層をとりわけ保障しなくてはならない，という

論理である。

機会，権利，保障が与えられれば貧困から脱

却する条件が揃う，という主張には賛同できそ

うであるが，政策の指針にはほど遠い。政策と

して打ち出すためには，どのような内容の機会，

権利，保障をいかにして与えるかを示さねばな

らない。政策を立案するためには，どのような

ことが人々を貧困に留めているかを具体的に知

る必要がある。経済学を用いる本稿が重視する

のは「貧困層」を貧しくさせている原因を機能

的に示すことである。貧困層は各国において特

貧困のミクロ経済分析
──貧困の罠を用いた文献理解──

い とう せい ろう

伊 藤 成 朗

《要 約》

貧困層とはどのような人たちで，どのような生活を送っているのか。何が原因で貧困なのか。本論

はこれらの問いに対して，エンタイトルメント不足が貧困の罠を引き起こしていると考え，家計の視

点から貧困の原因を突き止めることを試みる。すなわち，個人の潜在能力を十分に活用できていない

ことが貧困の原因であり，活用を阻むものは市場や政府の失敗である。潜在能力を活用できない理由

の例として就業差別，信用制約，不確実性，基礎的サービス不足を挙げ，それぞれの解消方法を模索

する。最後に，合理性の欠如が貧困の原因であるとする近年の行動経済学の実証的確認と接合の必要

性を今後の課題として示している。

──────────────────────────────────────────────
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定の具体的イメージが存在する。こうした具体

的イメージは，貧困層とはこういう属性の人た

ち，という印象の固定化を引き起こしがちであ

る。本稿ではそうしたレーベリングを避け，何

が欠けているから貧しいのかを理解することで，

各国の貧困層がどのようにして貧困から脱却で

きるのかを機能的に考えていく手だてとしたい。

その際，本稿が「貧困層」を特定するうえでは

便宜的に政府文書（PRSPs）を利用する。そう

することで，政府の想定する貧困層，つまり，

政策課題として検討されている貧困層の特徴を

機能的に解釈し直すことができるためである（注１）。

本稿は，エンタイトルメント（entitlement，

権源）が不足していることを貧困の原因として

捉えるアマルティア・センの考え方に則って，

「貧困層」と呼ばれる人たちがなぜ貧しいのか

を考察する。エンタイトルメントとは，豊かに

生きるために保証されるべき手段や権利である。

エンタイトルメント不足を経済学の枠組みに導

入して貧困を説明するために，本稿では共通の

視角として「貧困の罠」概念を用いる。貧困の

罠とは，貧しいが故に所得を増やす機会に恵ま

れないときに発生する悪循環である。つまり，

本稿では，貧困層が貧しいのは，エンタイトル

メント不足のために潜在能力を十分に発揮する

機会を得られず，長期にわたって貧困の悪循環

に陥っているため，という理解をする。このよ

うな本稿の貧困理解は，ビッグプッシュなどを

正当化させた開発経済学の伝統的な理解をミク

ロ経済学的に解釈したものといえる。

以下では，エンタイトルメントの内容ごとに

貧困に帰結するメカニズムを検討し，貧困を解

消する手段を提示していくことにしたい。扱う

トピックは，労働市場の不完全性，信用制約，

リスク，基礎的サービスである。第Ⅰ節で貧困

層をPRSPsを用いて特定化した後，第Ⅱ節では，

まず，就業差別を扱う。最初に，差別の根拠は

問わずに，何らかの理由で特定グループへの差

別があり，それが就業制限として現れているケ

ースを取り上げる。次に，差別が形成されるプ

ロセスの例として，アドホックな通念によって

特定グループへの差別が形成され，労働市場を

通じて存続するケースを取り上げる。また，差

別される側も差別を所与のものとして行動する

可能性を考えて，被差別グループによる差別へ

の対応が差別を打ち破ろうとする努力を弱める

事例を取り上げる。次に，労働市場における雇

用労働と家族労働の役割の違いに着目し，生産

性や価格の変化が子どもの就学などに与える影

響も考慮する。実証研究からは，雇用労働と家

族労働の役割に関する研究は多いものの，差別

に関する研究は少ないことが示される。第Ⅲ節

では，信用市場から借入ができないことが子ど

もの就学に与える影響を考える。子どもの就学

に着目するのは，教育を受けないと世代を超え

て貧困の悪循環に陥る可能性が高いためである。

実証研究からは，信用エンタイトルメント不足

が教育投資を阻んでいることが指摘される。第

Ⅳ節では，不確実性やリスクが与える影響を考

える。家計によるリスクへの対応として，事前

的リスク管理としての所得源多様化や保険，事

後的リスク対処としての借入の役割を考察する。

実証研究からは，貧困家計は事前と事後の両方

において対応能力が弱いことが示される。第Ⅴ

節では，政府の供給する基礎的サービスが家計

内の生産に与える効果を考える。その例として，

基礎的サービス不足が市場向け財生産の低迷を

招くことが示される。実証研究からは，政治的
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代表権を通じて基礎的サービス供給が増えるこ

とが示される。最後のまとめでは，貧困の原因

をエンタイトルメント不足に求める考え方の限

界と，近年の限定合理性に基づいた貧困理解を

紹介し，今後の研究課題を述べる。

Ⅰ PRSPsにおけるターゲット層

貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction

Strategy Papers，略称PRSPs）とは，低所得国政

府が自らのイニシアティブでIMFや世界銀行等

と相談しながら作成する文書で，成長促進のた

めのマクロ経済政策，構造政策，社会政策など

を包括的に解説している。おもにIMF・世銀グ

ループの支援を受ける際，もしくは重債務貧困

国（heavily indebted poor countries，略称HIPC）

イニシアティブ（注２）の適用を受ける際に作成さ

れる。このため，マクロ経済的な困難に直面し

た低所得国が今後どのようにして成長軌道に乗

るかを宣言する文書という性格をもつ。その名

のとおり，経済成長というコンテクストのなか

で貧困削減を実現することを主たる目的として

いる（注３）。このため，政府がどのようなグルー

プを貧困層として捉えているか，成長する経済

の下で貧困層の厚生をどのように改善するつも

りなのかが示されているので，われわれの分析

にとっては格好の文書である。

近年になって刊行されたPRSPsのなかから，

アジアとアフリカを中心に選んで政府が想定す

る貧困層を列挙してみよう。

・ネパール［National Planning Commission of

Nepal２００５］：女性，dalits（最下層カースト），

janajatis（先住民），遠隔地住民。

・バングラデシュ［Government of People’s

Republic of Bangladesh２００５］：高齢者，障害者，

寡婦，農村女性，農村失業者，就業児童とその

家族，中等教育学齢期の女児，災害経験者，農

村の母親，少数民族。

・マラウィ［Government of Malawi２００２］：

災害経験者，成人男子を家長としない家計，障

害者，５歳以下の児童，妊産婦，孤児，拡大家

族メンバー，都市部失業者，農村の土地なしお

よび小規模農，低技術の小規模農。

・マダガスカル［Republic of Madagascar

２００６］：大家族，小規模農，非熟練労働者，寡

婦，離婚女性。

・ガーナ［Republic of Ghana２００５］：孤児，

就業児童，単身家長家計，HIV/AIDS感染者。

・ナイジェリア［Federal Republic of Nigeria

２００４］：農村貧困層，都市部貧困層，女性，若

年層，子ども，HIV/AIDS感染者，寡婦，失業

者，災害経験者。

・ニカラグア［Republic of Nicaragua２００５］：

農村住民，極貧層，生産能力のある貧困層。

・ド ミ ニ カ［Commonwealth of Dominica

２００６］：大家族，カリブ人，失業者，障害者。

・ブルキナファソ［Government of Burkina Faso

２００４］：女性，食料生産農民，換金作物農民。

各国で共通して掲げられているのは，（農村）

女性，寡婦・女性家長家計，被差別グループ，

農村の土地なし層および零細土地保有者，児童

（とくに女児），非熟練者，都市部失業者，障害

者，高齢者，災害経験者などである。

これらの人々は共通して労働の対価として得

る収入が低いという特徴をもっている。つまり，

労働の（限界）生産性が低い。上記の人々を労

働生産性が低い理由によって２つに分けて概念

整理したい。すなわち，物理的な障害から潜在
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能力として労働生産性が低いグループと，市場

の失敗に制約されて本来有する生産性を十分に

発揮していないグループである。前者は病気や

怪我などに起因する障害によって労働生産性が

平均よりも低い人たちを指す。つまり，同じ努

力と時間を以て労働しても生産量が少ないため，

低い報酬しか得られない。このグループは，人

々が最低限必要と認める生活水準を保障するだ

けの所得を市場において得る潜在能力をもって

いないため，所得補填や就業・起業に際しての

補助金などが必要になる。このグループへの政

策は福祉政策としての性格が強く，その介入方

法には独立した考察が必要となる。本稿は福祉

とは異なる経済合理性に基づく生産性発揮のた

めの市場介入政策を主題としているため，この

グループへの政策は他の論考に譲ることにした

い（注４）。

２番目のグループは，本来ならばより高い生

産性を発揮する潜在能力があるにもかかわらず，

様々な制約によって低い生産性に甘んじている

人たちである。つまり，貧困の罠に陥っている

人たちである。たとえば，担保をもたないので

融資を得られずに投資が過少になるため，差別

によって最も適した職を得られないため，など

の理由で本来得られるよりも低い所得を得てい

る人たちである。生まれたときは同じ潜在能力

をもっていても，教育を受けられないために低

所得に留まることが予期される児童も，このグ

ループに含まれる（注５）。もしも市場機能の欠陥

を直すことができれば，または，社会的排除や

差別をなくして社会参加を進めることができれ

ば，潜在能力に応じた最適な活動を許容する環

境が整い，所得が増える可能性がある。本稿で

は，こうした市場機能の欠陥や社会的排除を（本

来選択できる・利用できるはずの手段という意味

での）エンタイトルメントの欠如と表現し，エ

ンタイトルメント欠如による所得低下の論理を

解説していくことにする。以下では，女性（就

業差別），被差別グループ（就業差別，基礎的サ

ービス欠如），土地なしおよび零細土地保有者（信

用制約，リスクへの脆弱性），児童（信用制約），

被災者（リスクへの脆弱性）を取り上げて，ど

のようなエンタイトルメント欠如が貧困の原因

となっているかを考察する。

Ⅱ 労働市場の不完全性による貧困

本節では労働市場の機能不全について扱う。

労働市場を取り上げるのは，労働が貧困家計の

もつ数少ない資源のひとつだからである。山形

（２００８）第２部の各章で指摘されているように，

東・東南アジア諸国の経済発展は，労働集約的

産業の雇用拡大を伴っていた。よって，経済発

展が貧困削減に効果的であるためには，労働市

場機能が重要となることが示唆される。もしも，

労働市場が正当な対価，つまり，労働の限界生

産性に等しい賃金，を与えることができないの

であれば，その機能を補強することによって，

資源配分の効率化を果たしながら貧困家計の所

得増加が見込める。つまり，こうした介入の場

合，効率改善と貧困削減が両立できる（注６）。

途上国における労働市場の不完全性は，就業

差別と失業・不完全雇用に現れることが多い。

本節では日本語文献で扱われることの少なかっ

た就業差別を扱う。むろん，就業差別が原因で

失業や不完全雇用状態になることもあるので，

両者の区別は便宜的なものに過ぎない。本節で

扱わないのは差別以外の失業や不完全雇用の原
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因，たとえば，労働市場の地域的分断，非農業

雇用の停滞，雇用者による労働強度の確保など

である。これらは山形（２００８）第２部やその他

の日本語文献で扱われているのでそちらを参照

されたい（注７）。

１．なぜ就業差別を扱うのか

本節では，女性，寡婦，その他被差別グルー

プが差別されることの原因や影響を分析する。

女性，寡婦，被差別グループを同じ範疇にくく

るのは思い切った単純化である。これらの人々

に共通するものとして注目したのが，職業選択

の自由が制約されていることである。言い換え

れば，就業もしくは自由な労働機会のエンタイ

トルメントが欠如している。就業差別とは特定

グループに特定職種の就業を制限したり拒否し

たりすることなので，本小節では就業差別と就

業制限を同じ意味として用いる。

就業制限の極端な例を引くと，パキスタン農

村のように女性の活動を戸内に限定するイスラ

ム教の保守的な戒律（purdah）が守られている

ところでは，女性は戸外活動を控えねばならな

い。やむを得ず戸外で農作業を行う場合でも家

周辺の土地で作業し，歩いて１０分以上かかるよ

うな土地での作業は男性によって担われてい

る（注８）。市場への買い出しなども基本的には男

性とともに出かける。やむを得ずひとりで行く

場合があっても，男性の承認が必要である。こ

のように，女性が単独で家族以外の不特定多数

と交流することはほぼないため，独自に生産活

動を営むことはほぼ不可能である。近傍の親戚

縁者・地縁者などでない限り，他者が提供する

就業機会に応じることもほぼあり得ない。

他にも極端な例としてはインドのカースト制

度がある。カーストによる就業差別は法律で禁

じられているが，特定階層が特定の職業に就く

という伝統は未だに根強い。たとえば，都市で

よくみる道路掃除人は特定の指定カーストの人

々が多い。指定カースト，後進カースト，指定

部族などに優先的に公的職務を与える職業留保

制度があるにせよ，学歴・職歴などに劣る彼ら

に有資格者が少ないために，指定カーストや後

進カーストの社会進出状況は芳しくない。辺境

に住み，政治的にも力の弱い指定カースト，後

進カースト，指定部族，原始部族には，公立学

校の教員や建物が十分に確保されず，就学を阻

む要因となっているためである（注９）。

これらの例のように極端ではないにせよ，特

定グループに対する就業差別はどの社会にも多

かれ少なかれある。就業差別は自由な就業を妨

げるため，能力や機会費用に見合った労働配分

をするうえでの制約となり，被差別グループを

貧しくさせる直接的な原因となる。また，ひと

たび特定グループへのネガティブな印象が固定

化してしまうと，たとえその印象が根拠のない

ものであっても，そのグループのメンバーにと

っては能力に見合った就業をする機会が狭まっ

てしまうことも考えられる。また，差別が長期

にわたって続くと，被差別グループにおいても，

差別されることを前提にした対応をとるように

なる。差別が続くという想定の下，最も経済的

に豊かになるような制度を作り上げていく。一

方，差別する側においても，差別が続くという

想定の下に社会制度を作り上げる。すると，両

者で差別が存続するという想定において一致し，

両者ともに差別を受け入れる制度を作り上げる

ので，差別がより強固なものとなりやすい。す

ると，少数の被差別グループの者が差別の壁を

突き破るように就業先を決めると，たとえ就業
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先が受け入れても，出身元が被差別グループか

らの脱退を許さないような制約を課すことも起

こりえる。このように，就業差別は直接的に貧

困と結びつくだけでなく，印象を固定化したり，

差別と親和性のある制度を作り上げることで，

被差別グループの貧困を固定化すること，つま

り，貧困の罠の要因となる。よって，以下でそ

のメカニズムを考察していくことにしたい。

２．就業制限の影響

（１）ユニタリー・モデルによる説明

就業制限は能力を発揮させる機会を狭めるた

め，所得を直接的に低める傾向がある。このこ

とは労働供給について考えると確認できる。本

節で考える家計は農作業F，市場労働M，家事

Gに従事しているとする。まずは，家事はない

ものとして無視し，戒律や差別などによって市

場労働を禁じられている場合を考えよう。図１

は横軸に労働可能時間，縦軸に限界生産性を採

ったグラフである。F曲線は農作業の限界収入

を示している。労働時間を使って横軸を左から

右に行くほど農作業時間が増えるので，限界生

産性が逓減するFは右下がりとなっている。こ

こではすべての時間を農作業に費やすと，その

限界収入は市場賃金率wよりも低くなると仮定

されている（注１０）。すると，労働市場に参加でき

ないという戒律があると，所得は減ってしまう。

図１で戒律（制約）がない場合には，wAだけ

農作業に費やし，限界収入が市場賃金よりも小

さくなるACに関しては市場で働くことが最適

になる。よって戒律がないとOFACTの所得を

稼ぐことができる。これに対し，戒律があると

市場で労働供給できないためにOFBTしか得ら

れない。つまり，三角形ABCが差となる。

寡婦世帯とは寡婦が世帯長で，多くの場合は

女性しか成人のメンバーがいない世帯のことで

ある。農村女性が貧しいということは第Ⅰ節で

述べたが，通常の家計の女性と違って寡婦世帯

では成人男性労働に頼ることができない。この

ために，寡婦は農村女性が受ける就業差別の影

響をより明確に示すことになる。市場労働で女

性への就業差別があると，寡婦世帯は最も直接

的にその影響を被るであろう。

上記の分析に則ると，寡婦世帯が貧しいのは

ABCが大きいと言い換えることができる。労

働市場における女性差別を残したまま貧困を解

消するためには，ABCを減らさなくてはなら

ない。そのための政策対応としては，F曲線を

上に動かす介入が考えられる。その方策のひと

つとしては補助金付与が考えられる。もしも，

寡婦による農作業に補助金を与えると，F曲線

が補助金率だけ上にシフトする。すると，ABC

に相当する部分は減少し，wA部分の農作業収

入も増える。マーケティング支援などによって

値段をより高く払ってくれる顧客をみつけた場

合も同様の効果がある。条件によっては，都市

部と結ぶ交通インフラや情報インフラの改善も

販売価格の引き上げに役立つ可能性がある。

図１ 労働時間配分の決定

（出所）筆者作成。
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ABCは価格が高い，つまり，需要規模が大き

いと縮小するためである。もうひとつの方策と

しては，F曲線を上に回転させるような生産性

向上策が考えられる。具体的には，技術指導，

労働訓練，生産設備を更新するための融資など

である。

（２）コレクティブ・モデルによる説明

以上までは，戒律があることの費用は家計全

体で被ることを暗黙裏に想定していた。これは

家計を単体の主体として想定していたためであ

る。こうした家計モデルを家計のユニタリー・

モデル（unitary model of household）という。ユ

ニタリー・モデルでは，家計メンバー間で利害

対立がなく，共通の効用関数を最大化するもの

と仮定される。

翻って現実を考えてみると，農村の男性では

なく女性だけが貧困層として捉えられているこ

との背景には，女性が社会的にも家計内でも弱

い立場に置かれ，差別を受けていることがある。

この場合，女性が他メンバーと共通の目的を有

していると仮定することは，女性が積極的に不

利益を受け入れていると考えることに等しいの

で，慎重にならねばならない。むしろ，家計内

差別が認められる場合には，メンバー間で利害

が一致しないために，家計内でメンバー同士が

戦略的に交渉することを許容する家計のコレク

ティブ・モデル（collective model of household）

を適用するのが現実的である。

代表的なコレクティブ・モデルでは，単身家

計に戻ったときの効用を最低限得られる効用と

して捉え，離婚単身に戻ることを脅しに使いな

がら自らの意思を通すことと整合的な議論を展

開する［Chiappori１９８８］（注１１）。このため，コレ

クティブ・モデルにおける家計の問題は２段階

の意思決定に分割できる［Chiappori１９９２］。す

なわち，家計の総所得を最大化するようにそれ

ぞれのメンバーが稼得し，総所得を分配ルール

（sharing rule）�によってメンバー間で配分する
第１段階と，配分された所得と市場価格を所与

として自らの効用を最大化するように消費を決

定する第２段階である。分配ルールは，各メン

バーの所得稼得能力や単身に戻った後の効用に

影響を与えるすべての変数の関数である。先行

研究にならい，本稿では男女が単身で暮らした

ときに得られる所得を決める変数ベクター�に
とくに着目し，これらを家計外的環境パラメタ

（extrahousehold environmental parameters，略称

EEPs）と呼んで，分配ルールを����( )と書く
ことにする。すると，再配分後の夫の所得yhと

妻の所得ywは，再配分前のそれぞれの所得ỹ h，

ỹ wと分配ルール��( )を用いて表現すると以下
のようになる。

yh �ỹ h ���( )，yw �ỹ w ���( )�の例は，（男女それぞれの）教育水準，体格，
賃金率，離婚後の資産水準を決める離婚法制，

実家による支援，子どもの有無，子どもの特徴，

再婚可能性（慣習と適齢期の男女人口比）などで

ある。つまり，コレクティブ・モデルによれば，

（離婚して）単身でよい生活ができる人ほど，

結婚中の家計内交渉力が強くなるため，分配ル

ールによって得られる所得も多くなる。

コレクティブ・モデルが成り立っている場合，

戒律があると女性の所得稼得能力が制限される

ので，女性の家計内での交渉力が低下する。よ

って，戒律によって就業が制限されると，家計

の総所得が低下するだけでなく，女性へ配分さ

れる割合も下がる（��( )が増える）ので，戒律
がない場合に比べて女性の消費する額は総所得
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の低下した割合以上に減る。離婚が許されてい

ない地域では，仮に女性が単身家計に戻ったと

しても，社会的なサポートを得にくいので，得

られる所得はより低いと考えられる。よって，

離婚が許されない地域では，女性の家計内交渉

力はとりわけ制限される可能性が高い（注１２）。農

村の女性が貧困層として捉えられている背景に

は，女性が家計の意思決定に関与しないこと，

関与してもその影響力が小さいことがある。コ

レクティブ・モデルに沿ってこのことを理解す

れば，女性が単身に戻ることが難しいこと，単

身になっても低い所得しか得られないような社

会文化的事情があること，などがその原因であ

る。Fuwa et al．（２００６）は，インドの家計デー

タを用いてコレクティブ・モデルが成立するこ

とを確認し，母親の実家が同じ村にあること，

母親の父親の学歴が高いことが，母親の交渉力

を高めることを示している。

このように考えると，女性への家計内差別を

撤廃させるような介入は困難といわざるを得な

い。なぜならば，社会文化的事情がその根元に

あるためである。しかし，戒律が許す範囲内で

の介入方法を考えることも不可能ではない。た

とえば，戒律の厳しいバングラデシュにおいて

女性専門の縫製工場が受け入れられたように，

たとえ戒律があったとしても，女性が就業可能

な環境を整えることは可能である。国際的な競

争に勝ち抜こうとする企業にとっては，こうし

た環境整備は余計なコストである。このため，

男性賃金率に比べて女性賃金率が十分に低くな

い限り，こうした環境整備を私企業に任せるこ

とはできない。よって，政府が，戒律に反する

ものではないことを地域住民に説明しつつ，戒

律に反しない条件下での女性の就業環境を整え

ると，差別をなくして豊かになる手段を提供す

ることになる。

（３）女性の家計内交渉力を高める政策とターゲ

ティング

条件付き移転プログラム（conditional transfer

programs）に代表されるような女性を受け取り

手にした貧困対策にも，女性の家計内交渉力を

高める効果が期待できる。条件付き移転プログ

ラムは，家計が一定の条件を満たすように行動

したときにのみ，資源を移転する政策である。

代表的な政策としてメキシコのProgresa（現

Oportunidades）などの就学日数と女性が受け取

り手となること等を条件にした所得補填政策な

どがある。自ら所得源をもつようになった女性

は，コレクティブ・モデルに沿って理解すれば，

家計内交渉力を高めることができる。たとえば，

Fuwa et al．（２００６）が示したように，母親は性

差別をせず，母親の交渉力が高まると娘の厚生

が高まるのであれば，母親を受け取り手とした

貧困対策は，脆弱層である女性，女児の厚生を

高めることが期待できる。このことは女子の人

的資本投資を促す効果があるため，女性が世代

を超えて貧しいままに留まる貧困の罠を打ち破

る経路のひとつとなりえる。

ただし，政府による条件付き移転政策は費用

や誘因の面で難点がある可能性がある。成功例

としてあげられることの多いメキシコの

Progresaでも，ターゲティングのために多額の

予算を費やして大規模な家計調査を行ったにも

かかわらず，認定家計と非認定家計を比べると，

最貧困層認定は成功しているものの，相対的に

豊かな貧困上位層の認定には成功していない

［Skoufias, Davis and de la Vega２００１］。政府によ

る貧困層特定は多額の費用を要するだけでなく，
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腐敗の温床となり，認定されるべき家計が貧困

層に認定されない可能性もある。たとえば，イ

ンドでは，below poverty line（BPL）の認定は

村議会（gram panchayat）が行うため，票の買

収などのためにBPL認定が用いられるアネクド

ートは後を絶たない（注１３）。また，インドなどの

ように官僚の罷免が難しい国では，ターゲティ

ングに必要な調査を全くしない例もアネクドー

トとして多数報告されている（注１４）。

政府による実施費用や誘因を考えると，NGO

にターゲティングを任せることも考えられる。

政府よりも行動に制約が少なく活動費用も安価

であり，しかも対象住民に関するより正確な情

報をもつNGOを活用すれば，政府よりもター

ゲティング費用を抑えることが可能かもしれな

い。NGOは誘因の面で政府よりも優れている

可能性もある。NGOは地元コミュニティとの

共同作業に依存しており，地元住民からの信認

なしには活動することが難しい。よって，政治

家や地方官僚などに比べ，より適正な認定をす

る誘因をもつことも期待できる（注１５）。

対貧困層政策には，貧困層認定を他者ではな

く貧困層自らに任せるという，セルフ・ターゲ

ティング（注１６）も活用されている。その代表例は，

雇用を提供するワークフェア（workfare）やマ

イクロファイナンス（microfinance）である。ワ

ークフェアは，非貧困層が避けると考えられる

ような仕事を主に提供することで，貧困層のみ

が応募することを企図している（注１７）。マイクロ

ファイナンスでは小規模融資が提供されており，

多額を要する非貧困層のニーズとは異なる。さ

らに，頻繁な会合など，非貧困層が避けようと

する規則も要求されることもある。ただし，マ

イクロファイナンスのセルフ・ターゲティング

については，精度と手段の適切さで疑問視され

ることもある（注１８，１９）。

全く別の考え方として，労働市場に差別など

の制約がない場合でも，そもそも得られる所得

（図１のOFACT）が少なすぎるので支援が必要

だと議論することもできる。この場合，モデル

の枠組み内に非効率性の源泉がない。よって，

政府が非効率を解消するように介入するために

は，投資や訓練の収益性が高いにもかかわらず，

何らかの理由で実施されないので，FBが低位

に留まる事情を想定しなくてはならない。これ

は信用制約の節で考察する。

３．通念による差別の固定化

次に，就業差別がなぜ存在し，なぜ存続する

のかを考えてみたい。そもそも就業差別をして

も企業は競争できるのであろうか。直観的に考

えると，最も生産性の高い人間を雇うことが企

業の競争力を高めるならば，就業差別をする企

業は生き残れない。よって，市場競争が就業差

別を解消する圧力となり得そうである。確かに，

そうした不平等解消メカニズムは存在しうる。

しかし，労働市場が不完全であるために労働者

の生産性を企業が観察できないと，就業差別を

することが企業にとって合理的になる場合があ

る（注２０）。たとえば，特定の観察可能な特徴（性

別，人種，言語など）をもつ労働者のグループ

が，平均的に生産性が低いことが知られている

場合などである。この場合，実際には生産性が

高い労働者でも，生産性の低いグループと同じ

特徴を有すると企業は低い賃金しか提示しない。

こうした差別は統計的差別（statistical discrimina-

tion）と呼ばれる。一方，生産性に関わりなく

ただ単に排除したいという気持ちから差別する

ことを選好による差別（taste−based discrimina-
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tion）という（注２１）。

以下では，Akerlof（１９７０）のレモンのモデル

を参考に，労働者に学習効率の高いタイプHと

学習効率の低いタイプLの２タイプが，α，１

－αの割合で存在すると仮定する。それぞれの

タイプには，労働供給をする前に，それぞれ

kHとkLだけの費用を投じて教育投資をする機

会が与えられる。学習効率の高いHはLよりも

低い費用で投資ができるとする。つまり，kH

＜kLである。教育を受けた労働者はより高い生

産性をもつようになる。教育を受けた労働者と

受けない労働者の限界生産性mは，それぞれ��1と１とする（簡単化のため，ここでは限界
生産性mが逓減しないものとする）（注２２）。なお，両

タイプの違いは学習の限界費用だけであり，全

く教育を受けない場合には両者ともに同じ生産

性１をもつとする。

企業は労働者の限界生産性，つまり，教育の

成果を直接観察することができない。学歴が観

察しづらいと仮定するのが不自然であれば，以

下では学歴を学習内容や受けた教育の質と読み

替えてもよい。ここで企業は限界生産性mの主

観的期待値�m[ ]に等しい賃金を支払うと仮定

する（注２３）。限界生産性の主観的期待値とは，企

業が，労働者が教育を受けたと考える主観的確

率πを用いて以下のように計算される。�m[ ]����1��	
各期において企業は，雇用した労働者の平均限

界生産性yを観察し，主観的期待値�m[ ]を修正

していくと仮定する。ここでは単純に，限界生

産性の主観的期待値�m[ ]と今までに観察され

た平均限界生産性yとの差を部分的に修正する

と仮定する。修正する比率a 
(0�1)は，それま
でに観察された限界生産性のサンプル数に比例

し，観察数が増えるに従って当初に抱いていた

主観的期待値のウェイトが下がるものとす

る（注２４）。y観察後の修正された限界生産性の主

観的期待値を�m�y �
と書くと，

�[m�y ]��[m ]�a (y��[m ]) �ay�(1�a )�[m ]	
つまり，�m�y �

は修正前の主観的期待値と観

察された値の加重平均となる。この学習過程を

図示すると図２のようになる。図２では，真の

値５に対し，当初の主観的期待値０からスター

トし，期を重ねてyを観察するに従って，真の

値を学習する様子が描かれている。１では観察

された５と０の差の１２を加算し，１回目の観

察を経て主観的期待値が２．５になった２では，５

と２．５の差の n
１＋n＝

２
３，観察数n＝２，つまり，

５
３を主観的期待値に加算している。このように，

真の値との差が大きいほど真の値に近づく度合

いが大きいので，学習曲線は凹関数（concave

function）の形状をしている。

いずれのタイプの労働者も，教育によって得

図２ 学習過程の例

（出所）筆者作成。
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られる対価が正であれば教育投資をする（注２５，２６）。

つまり，タイプをi �L�Hとして，賃金格差
w �1��m[ ]�1が教育の機会費用kiよりも小
さければ教育投資をする。�m[ ]�1�ki， i �L�H ,
ここで，３つのケースが考えられる。第１のケ

ースは誰も投資しない場合である。つまり，�m[ ]�1＜kH .
この場合，誰も投資しないので平均限界生産性

はy＝１となる。第２のケースはHだけが投資

する場合である。�m[ ]�1�kH，�m[ ]�1＜kL．
この場合，平均限界生産性はy ����1��と
なる。第３のケースは全員が投資する場合で，

この場合には�m[ ]�1�kiがi �L�Hにつき成
り立ち，平均限界生産性は�である。
横軸に�m[ ]，縦軸に�m�y �

をとって，企業

の主観的期待値がどのように変わっていくかを

示したのが図３，図４である。太線は企業の主

観的期待値の学習曲線であり，２つの図は�の
大小によって区別されている。図３では，何ら

かの理由で企業の初期の主観的期待値が1�kH
を超えている場合には，企業が真の生産性期待

値y ����1��を一度でも観察すると，企業
の主観的期待値�m�y �

が修正され，�が十分に
大きいために1�kLをいずれは上回るケースを
描いている。企業の主観的期待値が修正されて

1�kLを上回ると，yが１に上昇して主観的期

待値はいずれ１にまで高まる。図４では，何ら

かの理由で企業の主観的期待値が1�kHを超え
えているとしても，1�kLを上回らなければ，
企業がy ����1��を観察した後も，�m�y �
が1�kLを上回らないケースを描いている。こ
れは�が十分に大きくないためである。
も し も�が 十 分 に 大 き い た め に，

y ����1��が十分に大きければ，Lタイプ
が投資を開始する点での主観的期待値は４５度線

を越える（図３）。図３では，企業が最初に抱

図３ 期待生産性の修正と教育投資
（αが大きい場合）

図４ 期待生産性の修正と教育投資
（αが小さい場合）

（出所）筆者作成。
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く主観的期待値が1�kH以上であれば，いずれ
はすべての人が投資するようになる。なぜなら

ば，期を重ねるごとに主観的期待値が学習曲線

上を修正されるが，収束する真の期待値は

1�kLよりも大きいため，ついにはLタイプも
投資を開始するほど賃金が高くなるためである。

その一方で，企業が最初に抱く主観的期待値が

1�kH未満であれば，すべての人が投資しない。
学習曲線が４５度線以下にあり，企業の主観的期

待値が学習前よりも低くなっていくためである。

図４のように�が十分に大きくなければ，企
業が最初に抱く主観的期待値がより楽観的で

1�kL以上でないと，全員が投資するようには
ならない。企業の初期の主観的期待値が1�kH
と1�kLの間にある場合には，Hタイプしか投
資しないため，主観的期待値の収束先はE点と

なる。このため，図４では，安定的な均衡は端

点（全員が投資しないか，投資するか）だけでな

く，Hタイプのみが投資をする中間点Eにもあ

る。このように，いずれの場合でも，企業が当

初抱く主観的期待値が十分に高くないと賃金が

低くなり，それを予期して一部またはすべての

労働者が投資を控える。

たとえば，ある集団の労働者について，学習

効率の高い人が少ない（�が小さい），教育を受
けた人たちの生産性が相対的に高くない（�が
大きくない）ために真の期待値も小さい

（���1��が小さい），教育費用が他の階層よ
りもより多くかかる（kが大きい）という通念

があるとしよう。すると，労働者が教育投資を

実施する確率が低いと企業は判断するために，

初期に提示する賃金（�m[ ]）は低くなる。賃金

が低いと，労働者は投資を控える。つまり，通

念や誤解による低賃金・低投資の悪循環が発生

する。ここでの通念は事実と反していてもよい。

労働者の投資は企業の提示する賃金，つまり，

企業の通念に依存し，企業の通念は労働者の投

資結果（教育の有無）によってのみ修正・形成

される。よって，当初抱かれていた通念を修正

するように労働者が行動しなければ，企業の通

念は修正されず，誤った通念が事実として根づ

いてしまう。このように，事実と反した通念に

よって企業が賃金を低く設定することが予期さ

れると，学習効率の高い労働者も教育投資を行

わなくなる。つまり，（事実ではない）通念によ

る差別を合理化し，存続させるメカニズム（self

−fulfilling prophecy）が存在する。

政策対応としては，まず，教育費用を引き下

げる政策によってkを小さくすることが考えら

れる。授業料や教材への補助，学校を近隣に造

り通学費用を抑えることなどである。�を引き
上げる政策としては，教育の質を高めることが

考えられる。教育の質を高めると修了者と未修

了者の生産性格差が広がるため，期待賃金格差

が広がり，Hタイプが教育を受ける誘因が高ま

る。

アネクドートやマスメディアに報じられる事

例は多いが，途上国における特定グループへの

雇用差別を厳密に検討した研究は多くない。一

方，人種差別が社会問題化し公民権運動に発展

したアメリカなどの先進国では，活発な研究が

行われている。途上国で研究が少ないのは，企

業の情報公開が進んでいない途上国で代表的な

雇用者データを収集することが一般的に難しい

うえに，雇用者のみが観察できる属性を考慮す

ると差別とはいえない可能性を排除するのが非

実験的手法では難しいためである（注２７）。実験的

手法でも，偽の就職希望者を送り込む方法は，
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就職希望者の面接時の行動を完全にコントロー

ルできない難点がある。Bertland and Mullai-

nathan（２００４）は，アフリカ系か否かを連想で

きる名前で履歴書を送るという手法でこれらの

難点を回避している。その結果，送られた履歴

書上は同じ能力であっても，雇用広告主はアフ

リカ系の名前の応募者に連絡をとる確率が低い

こと，白人系の名前の応募者とは対照的に，ア

フリカ系の名前の応募者については学歴などを

評価しないという差別を行っていることを示し

ている。

４．被差別グループによる差別の存続

差別が存続し続けると，被差別グループにお

いても，差別の下で最も豊かになれる制度を作

り上げようとする。たとえば，インドのカース

ト制度においては，後進カーストのグループは

独自のネットワークを形成し，同じカースト内

での相互扶助制度を作り上げていくことが指摘

されている［Luke and Munshi２００５］。公的な社

会サービスを十分に受けられない以上，被差別

グループ内でその代替的制度を発達させるのは，

差別が存続する下では合理的な対応である。

しかし，社会が変革期にあり，差別がなくな

ろうとしているとき，こうした被差別グループ

内の制度は，差別を克服して生活しようとする

被差別グループメンバーに対して足かせとなる

可能性もある。Munshi and Rosenzweig （２００６）

は，被差別グループがグループ内にネットワー

クを形成し，そのネットワークの価値が参加人

数の増加関数である状況を考え，自由な就業に

よってネットワークから脱退する者をネットワ

ークに残る者が阻止しようとする誘因があるこ

とを示している。Munshi and Rosenzweig（２００６）

が扱ったのは労働者階級における伝統的なネッ

トワーク内就業と外部のホワイトカラー職就業

である（注２８）。後進カーストは伝統的に労働者階

級・農業労働者として働いているが，そのなか

でも能力の高い者は，経済成長に伴って雇用機

会の広がったホワイトカラー職に従事すること

が個人としてよりよい選択となる可能性がある。

しかし，労働者階級ネットワークに残る者や年

配者にとっては，一部の者が抜けることは自ら

のネットワークの価値を下げるので，社会的な

制度として抜けることを阻止することが最適と

なる。

個人にとって最適な選択とネットワークにと

っての最適な選択にずれが生じるのは，個人が

ネットワークから離れるときにはネットワーク

に残る者に与える損失を考慮しないというネッ

トワーク外部性（network externality）があるた

めである。僅かな数の者がホワイトカラー職に

移行しようとするときには，ネットワークから

の脱退を許さない社会的な制約を課し，移行し

ようとした者に留まることの機会費用に等しい

対価を支払うことで，効率が（パレートの意味

で）改善できる場合がある。しかし，長期にわ

たって継続的にホワイトカラー職に移行する者

が出てくるときには，そうした社会的制約は長

期的には非効率であり，貧困の罠から抜け出る

道を塞ぎかねない。社会変革の際に伝統組織が

前衛的な者の足を引っ張るという現象がままあ

るが，上記はそのことのネットワークを用いた

経済学的な解釈である。

Munshi and Rosenzweig（２００６）はボンベイ

（ムンバイ）の英語使用学校とマラティ語（マ

ハラシュトラ州の公用語）使用学校の生徒の家

計を調査した。英語学校通学の収益率が増加し

ているにもかかわらず，後進カースト出身の男
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子はマラティ語学校に通い続ける傾向があるこ

とを示し，その原因として職業斡旋のネットワ

ークが有意に影響していることを推計結果とし

て提示している。一方，女子の就業には就業斡

旋ネットワークがないため，同じ後進カースト

の家計からでも，女子は英語学校に就学する傾

向が高まっている。この論文は，工業化・サー

ビス経済化という近代的な社会変化に対し，カ

ースト制度という伝統的制度がどのように対応

しているのかを示した例である。興味深いこと

に，推計結果からは，男子の人的資本水準が低

位に留まる一方で，女子の人的資本水準が高ま

ることが示されている。カースト制度は同一カ

ースト内でほぼ同等の教育水準の男女を結婚さ

せることで継続している。このため，カースト

・ネットワークによる近視眼的な社会制約がカ

ースト内婚姻，つまり，カースト制度そのもの，

を破壊する方向に進んでいることを著者らは指

摘している。

５．雇用労働の監督が不完全なケース

差別と結びつく必然性はないが，雇用労働へ

の監督が行き届かずにサボりが発生するため，

雇用労働が家族労働よりも効率が低い場合を考

えよう。ここで労働市場が不完全であると表現

する理由は，雇用労働の働き具合を費用をかけ

ずに観察できないためである。差別とサボりを

結びつけるとすれば，特定の社会グループが怠

惰であるという通念がある場合である。先述し

たように，一定の条件下では，この通念は事実

に反していても構わない（３通念による差別の

固定化を参照のこと）。ここでは自ら土地をもち，

家族労働と雇用労働を用いている家計を分析対

象とする。多くの場合，最貧困層は土地をもた

ず，貧困層は零細な土地を所有する。零細な土

地所有者でも，時機が重要な植え付けや収穫時

には雇用労働を用いるのが一般的である。よっ

て，以下の分析は貧困層のうち，零細土地所有

者に当てはまると考えられる。

サボりを単位時間当たり作業量の減少として

捉え，雇用労働はlw時間働いてもalw時間分の

作業しかこなさないとする。ここで０＜a＜１

である。実効労働時間alwでwだけ支払うので，

サボりを監督できないことには実効的な賃金率

を高める効果がある（注２９）。賃金率が上がると労

働の機会費用が高くなるので，すべての家計に

おいて雇用労働量が減少し，生産量と所得が減

少する（注３０）。Foster and Rosenzweig（１９９４）は

フィリピンのデータを用いて，時間割りの賃金

支払いが出来高賃金よりも努力水準が低くなる

こと，出来高賃金や自農地での作業はその他の

労働に比べて１０パーセントほどBMI（body mass

index）が低下することなどを示した。Sadoulet,

de Janvry and Fukui（１９９７）はフィリピンのデ

ータで非親族の分益小作は契約内容によって行

動を変えるのに対し，親族は変えないことを示

し，非親族の行動変化はモラルハザードである

と議論している。

労働市場の不完全性の影響は所得が減るだけ

ではない。農作業労働の限界収入が高く留まる

と家計内の活動にも影響を与える。農作業と家

事の両方に自らの労働を使っているとすれば，

効用最大化の下ではすべての作業の労働の限界

収入が均等しなくてはならない。このため，農

作業労働の限界収入が高くなると，家事労働の

限界生産性も高くなる。たとえば，家事が子ど

もの世話や親が子どもに与える教育など，子ど

もの人的資本投資だとすると，労働の限界収入

上昇によって子どものために使う時間を減ら
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す（注３１）。このことは子どもの厚生を下げるだけ

でなく，貧困が世代を超えて再生産される貧困

の罠に陥っている可能性を示している（注３２，３３，３４）。

労働市場が不完全であることへの対処は難し

い。本小節の議論に即していえば，雇用労働を

観察できるメカニズムなしには，雇用労働の実

効費用は下がらないからである。全く違う策と

しては，家族労働でまかなえない分の土地を貸

し出すことも考えられる。もしも，土地なし層

に土地が貸し出され，すべての家計が家族労働

によって耕作すれば，労働市場の不完全性によ

る負の影響は少なくなる［重冨２００７］。しかし，

一般に農作業の一部には土地に関する規模の経

済性があることが知られており，耕作地を細分

化すると土地全体からの生産量は減りかねない。

ネットワークや雇用労働と家族労働の代替性

を扱う研究はデータ収集が差別に関する研究よ

りも相対的に容易なので，途上国を題材にした

実証研究が豊富である。差別は，実験的手法以

外は検証が難しいのに対し，ネットワークや労

働の代替性は，家計調査などを通じて検証する

ことができるためである（注３５）。冒頭でも述べた

ように，労働は貧困家計の有する数少ない資源

のひとつなので，労働市場の不完全性の原因と

効果を理解するための研究は今後も重要である。

Ⅲ 信用制約による貧困

１．借入ができないことはなぜ問題か

途上国に限られず，中小零細の企業や農民か

らよく聞く不満のひとつにお金が借りられない

ことがある。同業者は銀行から借りられるのに

自分は借りられない，もしくは，少ししか借り

られない，インフォーマルの貸金業者は貸して

くれるが，法外な利子率を請求されるのでよほ

どのことがない限り，しかも短期間でしか借り

られない，などである。こうした人たちは，借

りることができれば，新しい投資をして利潤を

増やすことができる，土地を借りたり新品種の

種苗を買ったりして利潤を増やすことができる，

子どもの学費に充てることができる，病気の治

療をすることができる，と展望を話してくれる

ことが多い。

お金を借りたい人が明るい展望しか語らない

ことは周知の事実なので，すべての人にお金を

貸さない貸し手の態度は理解ができる。しかし，

お金を借りると利潤をあげることができるのに，

お金を十分に借りられないために貧しいままに

なっている人が大勢いることも事実であろう。

このような人たちは（信用アクセスがないという

意味での）信用エンタイトルメントが欠如して

いる，と捉えることができる。多くの場合にお

いてお金を借りられない理由は，担保が不十分

なためである。借り手が安全な投資を選ぶ人か，

どのようなお金の使い方をするのか，貸し手は

十分に観察することができない。つまり，貸し

手よりも借り手の方が情報をより多くもつので，

借り手が担保による返済保証をしない限り，貸

し手は貧困層に資金を提供することは難し

い（注３６）。

人々がお金を借りるのは，目下の苦境をやり

過ごすため，将来により大きな所得を得るため

である。前者についてはリスクの節で考察する

ので，ここでは後者の投資的な目的に焦点を絞

る。いずれの目的にせよ，将来のために現在行

う行為を検討するため，信用エンタイトルメン

トの効果を考えるためには，異なる時点で人々

が得る効用を考えなくてはならない。このため，
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モデルは今までのように時間を無視したもので

はなく，明示的に多期間に拡張しなくてはなら

ない。

より詳しく検討するために，家計の構造を親

子２世代に特定化する。なぜならば，信用を介

して貧困が異時点間で再生産される可能性があ

り，このことを最も鮮明に捉えるには世代の異

なるメンバーを考えるのが有効だからである。

もしも家計が信用を得られないと，投資にあて

る現金を獲得するために，より多くの家計メン

バーを働かせるようになる。このため，家計メ

ンバーの行っていた活動のいくつかが犠牲にな

る。この家計メンバーが子どもの場合には，子

どもの将来のために必要な投資活動が過少にな

ってしまう。つまり，親世代の貧困が子ども世

代の貧困に再生産され，貧困の罠が実現する。

以下では，信用エンタイトルメントがないこと

による貧困の再生産への影響を考えていくこと

にする。

２．世代を超えた貧困の再生産

Baland and Robinson（２０００）のモデルを参考

に，親と子どもの２世代がいる家計を考える。

第１期には親世代は自らの消費と子ども世代の

人的資本投資を選ぶ。一層の簡単化のために第

１期には子どもは消費せず，親が働かないと仮

定しよう（子どもが消費しても，親が働いても結

論は変わらない）。子どもの人的資本投資は子ど

もが働いていない時間に行われる。第２期には，

子どもは人的資本に見合った所得を得るが，自

ら消費せず，親にすべて渡すとする。これは非

現実的な想定であるが，より現実的な想定のモ

デルと全く同じ結論を導くことができる最も単

純な想定なので，簡単化のための仮定と考えて

ほしい（注３７）。

第１期に親は子どもの労働時間lと人的資本

投資時間eを決める。このとき，子どもの持ち

時間をTとするとT �l �eが成り立つ。児童
労働の対価が賃金率wで与えられ，人的資本の

生産関数はG e( )で与えられるとする。すると，

第１期の家計の所得は

第１期の所得＝wl．

第２期の所得は子どもによってのみ稼得される。

所得水準は人的資本投資水準によって決定する。

第２期の所得＝G e( )，G�＞０， G��＜０．
sを貯蓄とすると，第１期の予算制約は

c1 �wl �s，
である。利子率rとしてR �1�rとおけば，第
２期の予算制約は

c2 �Rs �G e( )，

となる。もしも，信用制約がなければ，生涯所

得をどの時点の消費に回すかは自由である。

であるから，sを消去するようにして第１期と

第２期の予算制約を組み合わせると

c1�c2
R
�wl �G e( )

R
，

が成り立つ。仮に信用制約があると，貯蓄に下

限がある（sが負値の場合は借入となるので，sの

下限とは借入上限に等しい）。

wl �c1 �s�s

もしも，労働所得以上に消費できないという制

約c1 �wlであれば，貯蓄はゼロ以上，つまり，

借入はゼロ以下となる。
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s�０．

親は第１期の効用と第２期の効用をそれぞれ，

以下のようにして得る。

U �u c1( )�u c2( )，u�＞０，u��＜０．
ここでc1は第１期の消費，c2は第２期の消費，

u �( )は親の効用関数である。u��＜０は限界効用
逓減の仮定である。親はUを最大化するように

労働時間配分と貯蓄額を選ぶ。信用制約がない

場合，親の問題は

max�l�s� u c1( )�u c2( )

s.t. c1 �wl �s，
c2 �RS �G e( )

である。

一階条件は

u�c1( )w �u�c2( )G�(e )，
（２）

u�c1( )�Ru�c2( )．

図５は親の問題の解を図示したものである。横

軸はc1，縦軸はc2であり，予算制約集合と無差

別曲線uの接点Eで最適な消費の組み合わせが

与えられている。（２）の２番目の式が成立する

のは，図５のE点が選ばれているときである。

つまり，限界代替率u�c1( )
u�c2( )が利子率Rに等しいと

きである。図５のE点を通る線は，異時点間の

予算線Rc1�c2 �A，A �Rwl �Gという式を
c2 �A �Rc1として変形して得られる。よって，
傾きはR（の負値）である。一方で無差別曲線

u �u c1( )�u c2( )の傾きはdc2
dc1
��u�c1( )

u�c2( )である。

この２つが一致するのは，無差別曲線uと異時

点間予算線が接するE点である。限界代替率と

は第１期消費の限界的効用と第２期消費の限界

的効用の比，つまり，c1を１単位減らすときに

c2を限界的にどれだけ減らさないと効用を同じ

に保てないかを示す比率なので，（限界）効用

で表現した主観的利子率といえる。限界代替率

と利子率が一致するということは，主観的利子

率と市場で成立する利子率が一致することにほ

かならない。利子率を所与とするすべての消費

者についてこの関係が成立する。

（２）の２式を組み合わせると，

G�e�( )�Rw，

つまり，教育投資のリターンを表す左辺が機会

費用である賃金率に利子率を掛け合わせたもの

（１期目に働いて得た賃金を貯蓄して２期目に得

られる所得）に等しくなるようにe �e�と決定
する。

もしも，信用制約があると，一階条件（２）の

最後の式がu1
�＞Ru2

�となる。つまり，信用制約
下の１期目消費c̃ 1（２期目消費c̃ 2）は最適な

c1
� c2�� �よりも小さい（大きい）ため，u�c̃ 1( )＞

図５ 信用制約下の消費の決定

（出所）筆者作成。
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u�c1�� �，u�c̃ 2( )＜u�c2�� �である。よって，一階条
件は

G�ẽ( )�u�c̃1( )
u�c̃2( )w＞Rw，

となる。投資の限界効率は逓減する（G��＜０）
と仮定しているので，最適なe�と比べると，信
用制約下のẽは過少となり，将来所得も減少す

る。

G�ẽ( )＞G�e�( ) ẽ＜e� G ẽ( )＜G e�( ).

これは図６ではC点として表されている。信用

制約とはE点で与えられる最適なy1
�よりも少な

い所得しか第１期に得られておらず，かつ，借

入ができないときに発生する。ここではc̃ 1＜y1
�

である。十分に借入をして投資ができないため，

信用制約のない場合と比べると２期間全体の所

得が低くなる。これは予算制約が内側にシフト

することを意味する。信用制約によってc̃ 1し

か第１期目に消費できないことは，予算制約は

c̃ 1以降は垂直線となることを意味する。これ

らを合わせて描いたのが図６の破線である。

C点を通る無差別曲線上では，信用制約によ

って主観的利子率が高くなっている。このため，

C点での無差別曲線の傾きはRよりも急であり，

C点における限界代替率u�c̃1( )
u�c̃2( )＞Rとなる。この

ように，信用制約下にあると主観的利子率であ

る限界代替率u�c̃1( )
u�c̃2( )が高くなるため，教育投資の

機会費用も上昇して子どもへの教育が減る。教

育の機会費用が増えると投資が減るのは，図６

で明らかである。教育投資のリターンが逓減す

ると，費用の増加は投資の減少となる。信用制

約によって主観的利子率が市場利子率よりも高

くなるので，高い限界費用と限界収益を一致さ

せるため，投資はC点に留まる。仮にC点が信

用制約なしに選ばれたとすれば，そのときの予

算制約線は図５の太線である。このように，信

用制約は予算制約線を縮小させ，傾きを急にす

る効果をもつことがみて取れよう。

Jacoby and Skoufias（１９９７）はインドの家計

データを用いて，所得の季節変動に応じて子ど

もの就学日数が変化することを示した。Thomas

et al．（２００４）は，金融危機下のインドネシアに

おいて，貧困家計ほど年少の子どもの教育支出

を減らし，年長の子どもの教育投資を守るとい

う傾向を示している。手持ちの資産や所得に人

的資本投資が制約されるというこれらの結果は，

貧困家計が信用制約下にあることと整合的であ

る。Sawada et al．（２００６）は，信用制約にある

ことを直接判断できるデータを集め，信用制約

下にある家計ほど就学年数が短いこと，就学率

が低いことを示した（注３８）。

信用制約を解消するための政策対応には，担

保になる資産価値を高める介入（土地所有権の

整理・登録制度の整備などの担保となるべき資産

所有権の明確化，転売や貸借を促進する土地市場

図６ 信用制約下の教育の決定

（出所）筆者作成。
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の整備），契約の実施強制力を高める介入（司法

制度改革），情報共有を進めるための介入（禁治

産者の情報を集約する信用情報局設置），そして

貧困層に金融サービスの提供を促すマイクロフ

ァイナンスの奨励などが考えられる。

Ⅳ リスクによる貧困

１．リスクとは何か，リスクの何が問題か，

どのように対処するのか

リスクがあるとは結果が２つ以上あり得るこ

とを指す。たとえば，稲を育てていて，収穫結

果が豊作と凶作の２つの状態（states）が考え

られるのであれば，稲作はリスクのある生産活

動である。リスクの原因は稲作への生産性ショ

ック（productivity shock）である（注３９）。容易に想

像できるように，天候に生産が左右される農村

はリスクのある環境といえる。途上国では農業

が生産に占める割合が高く，農村における農業

の重要性は高い。つまり，農村の住人は，天候

に左右されるリスキーな農業に収入の多くを頼

らざるを得ない。Jalan and Ravallion（１９９９）は，

中国の農村家計のデータを用いて，所得の低い

階層ほど直面するリスクが大きいことを示して

いる。

生産にリスクがあると消費が不安定になる。

多くの場合，農民はリスクを避けようとするた

め，生産の状態がどのようなものであれ，手元

に残る消費を平準化する努力を行う。消費平準

化（consumption smoothing）には，リスクが発

現する前に行う事前的リスク管理（ex ante risk

management）と，リスクが発現した後に行う

事後的リスク対処（ex post risk coping）の２種

類がある。

事前的リスク管理で代表的なものは所得源泉

の多様化（livelihood diversification）である。仮

に，稲作に使っていた労働を半分だけ壺を作る

のに回し，壺を観光客に売るとしよう。この壺

作り収入が天候に影響されないと考えよう。す

ると，稲作と壺作りを等しい時間費やした場合，

稲作だけのときよりも労働時間１単位当たりの

所得の変動が小さくなっているはずである。つ

まり，所得源泉が多様化したために，リスク分

散（risk diversification）させることができる。

ただし，所得源泉の多様化によるリスク分散

は，農民に非効率な生産を強いることもある。

たとえば，あなたが農民で，労働の最後の１時

間を壺か稲作かのどちらに費やすか考えている

としよう。最後の１時間で壺を作ると２ルピー，

稲作のために費やすと４ルピーの所得が得られ

るとする。所得額だけをみると稲作を選びたく

なるが，すでに所得の多くを稲作に頼っている

場合には，リスク分散のために敢えて壺作りを

選ぶこともあり得る。所得源を多様化したり，

非効率と知りつつ同じ農地に数種類の作物を植

えたり（mixed cropping），ばらばらの場所に農

地を所有したり（plot diversification），貴重な家

族労働を出稼ぎに出したりなど，他にリスクを

回避する手段をもたない農村家計は，所得を犠

牲にしてまでも事前的リスク管理をしているの

が現実である。このことは貧困の罠を実現する

要因となる。Rosenzweig and Binswanger（１９９３）

はインドでは貧しい農家ほど天候リスクに影響

されにくい資産ポートフォリオを選択している

ことを示した。Dercon（１９９６）は，サーベイし

たタンザニア農家の大多数が複数の作物を植え

ていること，約４分の３が干害，虫害に強いが

収益率の低い作物を植えていることを指摘して
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いる。一方で，所得源泉多様化の費用は高くな

いとする見方もある。Kurosaki and Fafchamps

（２００４）は，パキスタンの農家のデータを用い

て，回避できない（保険不可能な）ショックに

よる所得低下が期待所得の７パーセントから１０

パーセントであるのに対し，作物選択を通じた

所得源泉多様化による所得低下が期待所得の２

パーセント程度であることを示している。ただ

し，所得源多様化のために所得を犠牲にできる

余地は貧困家計ほど少ない。よって，事前的リ

スク管理能力は貧困家計ほど劣っているといえ

る。Morduch（１９９５）のサーベイは，事前的リ

スク管理を所得平準化，事後的リスク管理を消

費平準化と呼んで先行研究を紹介している。

より洗練された事前的リスク管理の手段は保

険である。保険とは，事前に代金（premium）

を払い込み，損害が発生した状態のときに補償

金（indemnity）を受け取る，という契約である。

稲が凶作になる状態を考え，その場合の損失を

カバーするように保険を購入すれば，凶作の状

態であっても消費を大きく減らさずに済む。そ

の代わり，状態に関わらず事前にプレミアムを

支払うので，豊作の状態であっても消費は減る。

豊作状態時に消費が減り，凶作状態時に消費が

増えるので，消費平準化に役立つのである（注４０）。

正規の保険がなくても，農村住民間の相互扶

助というインフォーマルな保険制度がある場合

もある。多くの農村では，凶作や努力しても避

け得ないその他の所得損失に村民の誰かが見舞

われると，通常かそれ以上の所得を得た農民達

が少しずつお金を出し合って，所得を補助する

取り決めがある。事前のプレミアム徴収こそな

いにせよ，これは住民間のインフォーマルな相

互保険取り決めと解釈できる。なぜならば，損

失が発生した場合にはその他全員がプレミアム

を支払うことが不文律となっているためである。

インフォーマルな保険は，損失に応じてプレミ

アム額が変化するので，正規の保険よりも柔軟

であるという長所がある。しかし，村全体が損

失を被るようなシステミック・リスクには無効

であるという短所がある。インフォーマルな保

険の例として，Udry（１９９４）は，ナイジェリア

の農村において，貸付条件が，借り手がショッ

クに遭遇したか否かで変わることを示し，債務

減免が実質的な保険となっていることを示して

いる。

事後的リスク対処で代表的なものは借入

（credit）である。たまたま損失が発生した状

態でも，長期的に展望すれば豊作の年もあり，

生涯の平均的な所得が十分に高い場合がある。

そのときには，豊作時に返済することを条件に

凶作時に借入をすれば，凶作であっても消費を

減らさずに済む。借入はリスクが発現する前に

契約や取り決め（不文律）がとくにいらないの

で事後的対応である。Kurosaki（２００６）は１０パ

ーセントの所得低下に対し，大土地所有者の消

費は１パーセント未満の低下で済むものの，零

細土地所有者の消費は３パーセント低下するこ

とを示している。ただし，零細であっても家長

が高い学歴をもっていると消費はほぼ低下しな

いことも示している。Sawada（２００６）は天災被

害について調査し，事後的措置としての借入が

重要であることを示している。

ほかにも，労働時間を延ばして所得を増やす

のも［Rose２００１］，家畜を売って消費にあてる

のも［Fafchamps et al.１９９８］，事後的リスク対

処である。大人の労働時間がすでに上限までに

達している場合には，子どもが学校から呼び戻
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されて労働することも珍しくない［Jacoby and

Skoufias１９９７］。これらは消費を平準化させる

が，当然のことながら，労働時間の延長は体力

の消耗をもたらすであろうし，家畜を売ってし

まうと貴重な資産・生産手段を失う。すると，

生産性は低下し，担保価値のある資産を失って

しまう。子どもを働かせると，その子どもの教

育投資は中断され，長い日数を休むと落第して

しまう［黒崎２００３；Thomas et al.２００４］。する

と，リスク発現前までの教育投資の収益すら損

なわれる可能性がある。よって，農民はできる

限りこれらの手段を避ける傾向がある。これら

の手段を考慮しなくてはならないのは，事前的

リスク対処をすべてやり尽くした後，それでも

損失への対処が必要であり，かつ，担保価値の

ある資産をもたないことからお金を十分に借り

られないためである。ときには，望ましくない

と考える方法で対処するよりも，貧困家計では

消費の落ち込みを甘受する場合すらある。貧困

家計が消費を落ちこませることの問題は改めて

指摘する必要はないであろう。また，コレクテ

ィブ・モデルが成立するような地域では，その

負担が女性などの特定メンバーに集中すること

もある［Fuwa et al.２００６］。いずれの対応方法に

おいても，市場機能を利用できないと，リスク

を媒介した貧困の罠が実現される。

２．保険と信用によるリスク対処

上述の実証研究の結果を理解するために，こ

こでは保険と信用の市場が整備されることの効

果を考える。新品種mと伝統品種tを選ぶこと

のできる農民を考えよう。この農民は農地１単

位を耕作しており，�
 0�1 �
の割合を新品種

を植えるとする。両品種ともに栽培には，豊作

（状態１とする）と不作（状態２とする）になる

リスクがある。伝統品種は，収量は平均的に少

ないものの，不作時の収量は新品種よりも多い。

一方，新品種の収量は平均的に多く，豊作時の

収量は伝統品種を上回る。状態s＝１，２にお

ける品種c �m，tの収量をyc�sと書くと，収量
は以下の関係を満たすものとする。

ym�1＞yt�1＞yt�2＞ym�2． （A）

貧困層を念頭に置き，農民はリスク回避的で期

待効用を最大化するように�を決定すると仮定
する。状態１は確率p，状態２は確率１－pで

発生するとしよう。農民の効用最大化問題を書

くと以下のようになる。

max��� pu [�ym1�(1��)yt1]
＋(1�p )u [�ym2�(1��)yt2]

内点解を想定すると，一階条件は

pu�[�ym1�(1��)yt1](ym1�yt1)�(1�p )u�[�ym2�(1��)yt2](yt2�ym2)�0
よって，

u�[�ym2�(1��)yt2]
u�[�ym1�(1��)yt1]� p

1�p ym1�yt1yt2�ym2． （３）

ここで関数Fを下記で定義する。

F (p���yt1�ym1�yt2�ym2)�pu�[�ym1�(1��)yt1](ym1�yt1)�(1�p )u�[�ym2�(1��)yt2](yt2�ym2)�0．
F���0なので陰関数定理（注４１）が適用でき，以下
が成り立つ。

d�
dp
��A

B
�0， d�

dym1
��C

B
�0， d�

dym2
��D

B
�0，

ただし

A �u1
��(ym1�yt1)�u2��(yt2�ym2)�0,
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B �pu1
���(ym1�yt1)2�(1�p )u2���(yt2�ym2)2 �0,

C �pu1
���pu1���(ym1�yt1)�0,

D �(1�p )u2���(1�p )u2���(yt2�ym2)�0,
であり，

u1
��u�[�ym1�(1��)yt1],

u2
��u�[�m2�(1��)yt2],

である。ここから，新品種の作付け比率は豊作

確率pと新品種の収量ym1，ym2とともに増加す

ることが分かる。また，不作と豊作の定義，およ

び，（A）より，�ym1�(1��)yt1＞�ym1�(1��)yt2
なので，豊作時の消費は不作時よりも大きくな

る。

よって，u1
��u2

�および（３）式より，下記が成
立する。

p
1�p �yt2�ym2

ym1�yt1 （４）

政府が保険を導入したとしよう。政府が提供

すると想定しているのは，より広いリスクプー

ルから保険を供給できるためにリスクヘッジの

事前手段を与えることが義務づけられているか，

天災に対する安価な対処をしようと考えている

か，農民よりもリスク回避的ではないためであ

る（注４２）。保険１単位のプレミアム（代金）はq

ドルであり，１単位で不作時に保険金が１ドル，

豊作時には０ドルが支払われる。農民がk単位

購入するならば，目的関数は下記のようになる。

max���k� pu [�ym1�(1��)yt1�qk ]�(1�p )u [�ym2�(1��)yt2�(1�q )k ]
一階条件（注４３）は，u1

��u�(y1)，u2��u�(y2)と略記
すると，

pu1
��(ym1�yt1)�(1�p )u2��(yt2�ym2)�0，（５）

pu1
��(�q )�(1�p )u2��(1�q )�0． （６）

保険が保険数理的に公平（actuarially fair）であ

れば，プレミアムは保険の期待費用と等しくな

る。よって，q �p �0�(1�p )�1�1�pが成
り立つので，（６）式からu1

��u2
�となり，農民は

消費が均等するように，つまり，リスクをなく

すように保険を購入する（full insurance）。保険

数理的に公平でなければ，q �1�pとなって
（６）式は下記の不等式となる。

u2
�(y2)

u1
�(y2)� p

1�p q
1�q � q

1�p p
1�q �1．

この場合，リスクをすべてなくすまで保険を購

入しないので，保険のカヴァレッジは部分的と

なり，状態２の限界効用は状態１のときにより

も大きいままである（partial insurance）。とはい

え，（４）式より1�q
q
�yt2�ym2

ym1�yt1が成立する限り，状
態間の限界効用の差は保険がない場合よりも小

さくなる。（A）の下で保険のプレミアムが高す

ぎなければ，より正確にはq ���1�pでなければ，
この条件は成り立つ。つまり，保険が下式を満

たす限り成り立つ。

p
1�p＞1�q

q
�yt2�ym2

ym1�yt1.
この不等式を理解するためには図を書くこと

が有用である。図７では，保険導入前の品種選

択をeとして描いてある。ここでは農民は新品

種と伝統品種を取り混ぜて栽培している。
yt2�ym2
ym1�yt1はtとmを結ぶ線分の傾きである。保険者
は状態１にqを得て状態２に１－qを支払うの

で，期待利潤は以下のとおりである。�[�]�pq �(1�p )(1�q )�q �(1�p ).
収益を求めない政府が期待利潤ゼロになるまで

プレミアムを下げていくとすると，（注４４）p＝１

－qが成り立つ。このため，保険を１単位購入
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すると，実質的に農民は状態１における富をq

＝１－p減らすことで状態２の富を１－q＝p

増やすことができる。農民が直面するトレード

オフは，図７ではdy2
dy1
＝�1�q

q
＝� p

1�pの傾き（オ
ッズ比odds ratio）で与えられる。既述の通り，

保険数理的に公平な保険の下では，農民はリス

クがなくなる４５度線に移るまで保険を購入する。

図７でこのことを表すと，完全保険下で実現で

きる最大の期待効用はs点であり，このとき農

民は新品種をm点で栽培し，リスクは全て保険

でカヴァーされることになる。なぜならば，陰

関数定理を使うと，４５度線上の限界代替率は
p
1�pとなることを示すことができるためである。
G�pu (y1)＋(1�p )u (y2)－u＝０とすれば：

dy2
dy1
�� p

1�p u�(y1)u�(y2)�� p
1�p.

最後の等号は４５度線上ではy1＝y2のため成立す

る。

次に，

q �1�p ��[�]

が成り立つので，オッズ比は下記のように書け

る。

1�q
q
� p��[�]

1�p��[�].
保険者の期待利潤が正�[�]�q �(1�p )�0で
あるとき，つまり，保険数理的に公平ではない

保険であるとき，以下が成立する。

1�q
q
� p��[�]

1�p��[�]� p
1�p

図７で描いたように，オッズ比1�q
q
が作物ミッ

クス可能性集合tmの傾きよりも大きければ，

農民は保険を買うことで状態間の限界効用の差

を少なくすることができるので，厚生を改善で

きる。ただし，保険数理的に公平ではない保険

であるため，農民は完全保険を選ばず，y1＞y2

となるようなポイントを選ぶ。厚生改善される

理由は，提供される保険が保険として意味のあ

るものであれば，1�q
q
�yt2�ym2

ym1�yt1が成り立たねばな
らないからである。この条件が成り立たない保

険は，tとmを自らミックスするtm線分上の自

己保険yt2�ym2
ym1�yt1よりも劣るため，保険としては購

入されない。

もしも，農民に一定限の信用アクセスがある

とすれば，リスクをより多く取ることができる。

状態２でお金を借り，状態１で返済することが

できれば，農民のポートフォリオ集合は上にシ

フトすることになる。ここで集合は単に上方シ

フトするだけでなく，利子率を加味するために

両側が左に傾く。両端の傾きが利子率であり，

上方シフトの幅が農地１単位あたりに利用可能

な信用額である。新旧品種の組み合わせ方法は

変わらないので，ポートフォリオのフロンティ

アの傾きは変わらない。接点はe点の右であり，

信用が得られないときのフロンティアに投影し

図７ 作物品種選択，保険，借入

（出所）筆者作成。
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た際のポイントはc点として描いてある。保険

なしの状態よりも，農民が新品種をより多く植

え，期待効用も高くなる(uc )。

３．小規模農家家計，土地なし農村労働者家

計とリスク

今までの分析では農民によってリスク対処能

力が異なると想定していなかった。しかし，豊

かな農民は貧しい農民よりも，所得の損失を受

け止める余力があるであろう。また，豊かであ

るが故に，リスク自体をあまり敵視せず，リス

クに対してより寛容になるかもしれない。リス

クにより寛容になることは，図７において効用

曲線uの原点への張り出しが弱まることを意味

する。たとえばy1＝y2となる状況のs点を考え

よう。s点の効用水準をusとする。豊かな農民

は貧しい農民に比べてリスクを引き受けること

の対価としての補償が少なくて済む。すると，

任意のy1についてusをもたらすy2の値は，豊か

な農民は貧しい農民よりも少なくなる。一方，

任意のy2についてusをもたらすy1の値も小さく

なる。すると，無差別曲線の湾曲が弱まり，よ

り直線に近い形になる。これは無差別曲線の原

点に対する張り出しが弱まることにほかならな

い。すると，すべての点で無差別曲線の傾斜が

緩やかになるので，tm線上の接点は右に移動

する。tm線上でより右の点ほどリスクが高い

ために所得の分散は大きくなるが，所得の期待

値は大きくなる（注４５）。長期間を通して考えると

豊かな農民の期待所得が高まるので，期待所得

の低い作物選択をする貧しい農民との平均的な

（長期的な）所得の格差は一層広がるであろう。

これは，貧困農民による事前的リスク管理とし

ての所得源多様化の結果である。

長期的な所得格差拡大の原因はリスクへの態

度の違いだけではない。土地所有規模が大きく

ないと，新しい作物・品種の栽培実験が難しい

ことも考慮する必要がある。多くの農作物では

栽培技術革新が盛んに起こっている（注４６）。新し

い栽培技術を普及させようとしても，普及主体

は各家計の環境すべてを想定したマニュアルを

作成することはできない。よって，普及センタ

ーのできることといえば，各地で標準的な環境

において試験した成果を伝えることに留まって

しまう。すると，個々の農民が新技術を採用す

ることにはリスクが発生する。上手くいけば高

収量が見込めるが，誤って栽培すると既存品種

よりも低収量になってしまいかねない。

土地所有規模の小さい農民は，Dercon（１９９６）

が示したように，こうしたリスクのある新品種

を栽培することは避け，既存品種を育てるであ

ろう。一方，土地所有規模が大きいと，土地の

一部を新品種栽培の実験用にあてることもでき

る（注４７）。他に収入があるので，リスクの高い新

品種を採用できるためである。すると試行錯誤

の結果，いずれは自己の農地で最も適した栽培

方法をみつけることができるようになる。この

とき，他に新品種を栽培する農家が少ないほど

新品種の増産効果による価格低下は少ない。よ

って，早期に新品種栽培に成功する農家ほど新

品種栽培のリターンは大きい。栽培技術進歩が

継続的に起こることを考えると，新しい技術を

積極的に採用し続ける豊かな農家と，旧態依然

とした栽培技術に留まり，価格低下の影響を被

る貧しい農家との間で，長期的に所得格差が広

がる。Foster and Rosenzweig（１９９５）は，イン

ドにおいて新品種導入が大規模土地所有で学歴

の高い農家ほど早いこと，近隣農家も先駆的農

家の真似をして導入する傾向があるが収益は相
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対的に低いことなどを示している。

農村において最も貧しいといわれる土地なし

労働者はリスクによってどのような影響を受け

るだろうか。労働者の就業先は農業，非農業，

または両方である。ただし，都市部との経済的

結びつきの弱い農村の場合，非農業部門は，農

産品を原料とする加工産業や農業部門から所得

を得る人たちを対象にしたサービス産業などを

含む。よって，非農業部門とはいっても，農業

部門の生産に依存する度合いが強い。農業生産

が減ると農業部門も非農業部門も労働需要が減

るので，リスクによって生産量が少なくなるこ

とは歓迎すべきことではない。労働需要の低下

は賃金率や雇用量の低下をもたらすためであ

る（注４８）

４．マイクロインシュアランス

農民や土地なし労働者が直面するリスクを低

めるための介入として，近年注目されているの

がマイクロインシュアランス （microinsurance）

である。マイクロインシュアランスとは，貧困

層向けに販売される保険である。そのなかでも，

農村の生産に強く影響する天候リスクに関わる

保険は，天候保険（weather insurance）として

知られる［Mahul２００１；World Bank２００５］。こ

れは降水量や日照量など，作柄に影響して客観

的に計測可能な指数（index）情報を用いた保

険である。たとえば，年間降水量が１００ミリ以

下だと１保険契約につき１０００ルピー支払う，と

いった保険である。

原理的には，正確に計測できる（かつ不正に

操作されない）降雨量計を各地に設置し，一定

のデータ収集期間を経た後に各地の降雨量の分

布と各地間の降雨量の相関関係を計測し，これ

らを元にしてプレミアムに応じて補償額を設定

すればよい（注４９）。降雨保険などは，既存の天候

リスクに関するリスクヘッジ手段よりも優って

いる点がある。第１に，先進国で導入され，実

質的な補助金給付の様相を呈して赤字の続いて

いる作物保険と異なり，赤字になる必然性がな

いだけでなく，保険会社の調査員が作柄の悪か

った農地を調査する必要もない。第２に，国内

だけで保険の引き受け手がいない場合には，国

際的な再保険市場において引き受け手を探すこ

ともできる。よって，国レヴェルのマクロショ

ックにも対処可能である（注５０）。第３に，農地を

所有しなくても購入可能な点である。実質的に

は補助金支給手段になっている作物保険は対象

が農地所有者や耕作者に限定されているが，天

候保険は本稿の読者でも金融商品のひとつとし

て買うことができる。よって，作物保険では排

除されていた農村の農業労働者や非農業労働者

も買うことができ，天候の変動で労働需要，つ

まり，賃金が変動することのリスクに対処する

ことが可能になる。

ただし，降雨量計は一定範囲内の降雨量しか

正しく計測できないので，降雨量計から距離が

離れるほど保険のリスク算定が不正確になると

いうリスク（basis risk）が被保険者にはある。

よって，農民によっては降雨保険で認定される

降雨と自ら経験する降雨の相関が弱い可能性が

ある。この場合には，降雨測定地を増やすこと

が解決策となる。また，国際市場で引き受け手

を探す場合には，降雨量計と既存の降雨データ

が正確であることを国際市場の参加者に納得さ

せるような情報の質の管理が必要である。この

点で政府が果たすべき役割があるであろう。

マイクロインシュアランスには，天候以外に

も，医療，生命，家屋などを対象にした保険が
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ある。とくに注目されているのが医療保険であ

る。なぜならば，多くの途上国で医療保険が未

整備であり，貧困層が質の高い医療サービスを

十分に享受できていないためである。健康は厚

生に直接影響するだけでなく，生産性にも影響

し，治療費捻出のための資産売却・借入が貧困

を慢性化させるため，その重要性は論を待たな

い。よって，貧困層向けの医療政策では，医療

施設の供給だけでなく，そのファイナンス方法

も考える必要がある。

貸付に代表される貧困層向けの金融サービス

（マイクロファイナンス）の一環であるが，医

療保険は緒に就いたばかりである。しかも，貸

付よりも保険には困難が山積している。たとえ

ば，保険は商品そのものが複雑である。貧困層

は保険という概念に通じていない傾向があり，

納得して購入する前に商品を学ぶ機会が必要で

ある［ILO２００７；Giné, Townsend and Vickery

２００７］。途上国の貧困層に限られず，保険の発

達した先進国においてすらリスクを正しく理解

することが難しく，患者等とのリスク・コミュ

ニケーションを効果的に実施する方法が医師に

よって議論されている［Rothman and Kiviniemi

１９９９］。人々は小さい確率を無視する傾向があ

るので，確率は低くとも被害が甚大な事象への

保険の必要性を認識しない［Camerer and

Kunreuther１９８９］。多くの人が保険を防御では

なく投資として捉える傾向があり，健康で保険

を用いない場合には損をしたと感じて契約を解

除してしまうことも指摘されている［Kun-

reuther and Pauly２００５］。実務的な困難としては，

預金口座を前提として自動的に継続される資金

貸借関係とは異なり，保険は更新手続きを要す

るので，費用もかさみがちである。詳しくは

Churchill（２００７）も参照のこと。

Ⅴ 基礎的サービス欠如による貧困

１．基礎的サービス供給の現状

基礎的サービスとは生活に不可欠な公共サー

ビスである。具体的には，保健衛生施設，上下

水道，電力，道路，通信などを指す。こうした

サービスは家計が市場向けに生産する過程に影

響を与える。電力の有無は資本設備の利用可能

性に影響し，交通インフラの整備は大規模市場

への輸送に不可欠であり，通信事情が悪いと生

産性や価格に影響を与えるさまざまな需給要因

に機動的に対応することができない。よって，

基礎的サービスが不足していると，実現可能な

所得水準が低くなる。

たとえば，国連の『人間開発報告』によれば，

改良衛生環境（improved sanitation）（注５１）にある人

口比率は低所得国平均３６パーセント（２００２

年），１０００人当たりの電話回線数（telephone

mainlines per１０００）（注５２）は低所得国３２，中所得国

１８０，高所得国５６２（２００３年）である。PRSPによ

れば，ナイジェリアの貧困層の不満のひとつに

「基礎的サービスへのアクセスが不十分」が挙

げられている。また，ペルーのように比較的所

得が高くとも人口が分散している国では，遠隔

地（山岳部Sierra，熱帯雨林部Selva）の電力，医

療，上下水道，交通，通信が不十分なままであ

る。

このように，基礎的サービスの不足が市場向

けの財の生産性を直接低めることは説明を要し

ないであろう。しかし，基礎的サービスが影響

を与えるのは，市場向け財生産だけではない。

家計は一般に市場で購入できる財の他に，家計
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内でしか生産できない財やサービスを消費して

いる。たとえば，子どもの世話，家庭内教育，

家事一般，健康状態を維持改善するサービスな

どである。これらは家計メンバーが労働を投入

したり，投入財を使用したり，政府の供給する

公共サービス（基礎的サービス）を用いたりし

て家計内で生産される。こうした家計生産

（home production）で作られる財をここでは便

宜的に家計財（home goods）と呼ぶ。家計内部

でしか供給することのできない家計財の生産性

は，市場財の生産性と同じように，家計の厚生

にとって重要である。そこで，焦点を家計向け

生産にあてるために，ここでは基礎的サービス

は市場向け財の生産性に影響しないと敢えて仮

定し，基礎的サービスが家計財を通じて家計厚

生に影響する状況を考えたい。家計財の投入に

は政府の基礎的サービスが用いられることが多

いが，基礎的サービスの供給は地域によって差

がある。以下では，基礎的サービス供給に差が

ある地域間で，基礎的サービスの欠乏が市場機

会への反応を鈍らせることを示す。

２．基礎的サービス欠如の影響

単純化のために，ここでは基礎的サービスを

単一のサービスsとして捉え，家計生産の投入

として考える。家計は市場で調達できる通常の

消費財と，家計でしか生産できない家計財を消

費する（注５３）。家計は家計財生産のために労働t

を用いることができる。一般財生産にも家計財

生産にも雇用労働を用いることができないと仮

定する。この仮定により，一般財生産の労働投

入の機会費用は，家計財産の労働の限界生産性

となる。なぜならば，一般財への追加的労働投

入は，家計財生産を労働限界生産性だけ低める

からである。家計財生産はともかく，一般財生

産に雇用労働を使えないとする仮定は，雇用労

働と家族労働の不完全代替性を最も簡単に表す

ための単純化の仮定にすぎない（第Ⅱ節５雇用

労働の監督が不完全なケースを参照）。

解を明示的に得るために，効用や生産にはで

きる限り単純な関数形を用いる。家計の効用は

一般財の消費量Cと家計生産財の消費量Gによ

って決まるが，ここでは単純に

u �(bC a �(1�b )G a )
1
a，a＜１，０＜b＜１，

という代替弾力性一定の関数（CES関数）を用

いる。この効用関数は，一般財と家計財を等し

く重視し，両者間で一定の不完全な代替を許す

選好を表している。不完全な代替とは，たとえ

ば，一般財を増やすことで家計財の不足を代替

していくにつれ，一定の効用を保つためにはよ

り多くの一般財が必要になる，つまり，限界代

替率が逓減する，という意味である。

一般財の生産関数は一般財生産のための労働

時間lの線形関数とする。

y ��l， ��0.
まず基礎的サービスは捨象して，家計財Gの生

産関数は家計財生産のための労働時間tのみに

よって決定されると仮定する（注５４）。基礎的サー

ビスは後段で導入する。また，家計財生産も線

形関数に従うと仮定する。

G ��t， ��0.
家計は一般財と家計財の生産に合計でT時間働

くものとする。すると，家計の問題は下記のよ

うになる。
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max�l�m� (bC a �(1�b )G a )
1
a

s.t. C��l
G ��t
T �l �t

生産関数と時間の制約式を代入すると，最大化

問題は以下のように書き換えることができる。

max��1� [b (�l )a �(1�b )��(T �l )�a ]1a .
一階条件は

1
a
(bC a �(1�b )G a )

1�a
a

a b�a l a�1�(1�b )�a (T �l )a�1� �
＝０

一階条件を満たすためには，上式で｛・｝の中

がゼロになる必要があるため，解は以下で与え

られる。

l�� 1

1�B ����a
1�a T， B � 1�b

b

� �1
1�a

上式からは，一般財に技術進歩がある（�が
増える）と一般財労働l�が増える関係が確認で
きる。

 l� �� B

1�B ����a
1�a! "2 a

1�a�a
1�a�� 1

1�a＞０．

技術進歩が起こったときに，家計財生産性の違

いによって労働時間配分が異なるのか検討して

みよう。すると，

 2 l� � �＝ B

1�B ����a
1�a! "2 a

1�a� �2�2a�11�a�� 1
1�a 1�B ����a

1�a
1�B ����a

1�a，
（７）

＞０ if b
1�b� �1a ���

となる。つまり，家計財の効用ウェイト1�b，

家計財生産性�が相対的に小さいと，（７）式は正
になる。家計財生産性�は基礎的サービスに依
存することから，�が小さいのは貧困地域と考
えて大きな間違いはないであろう。

（７）式の不等号が成立するのは，�の小さい貧
困地域では市場財労働の機会費用(1�b )�a
(T �l )a�1が小さいためである。（７）式の不等号
が成立する対象を貧困地域と定義し，考察を貧

困地域に限定すると，�の上昇による一般財労
働時間の増え方は�の大きな家計ほど大きくな
る。つまり，（�の小さい）貧困家計は，家計財
生産の労働生産性�が小さいために，一般財の
技術進歩に対する反応が鈍くなる。このような

結果が出るのは，効用関数が両財の消費を重視

しているためである。つまり，たとえ一般財の

生産性が上がっても，生産性の低い家計財をな

いがしろにしてまで，一般財生産を大きく増や

すことを許さないためである（注５５）。

図８は，一般財の労働限界生産性�a l a�1と家
計財労働限界生産性�a (T �l )a�1を示している。
図８ 家計財と市場財の生産と基礎的サービスの役割

（出所）筆者作成。
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横軸には市場労働時間をとってあるので，一般

財の限界労働生産性は右下がり，家計財の限界

労働生産性は右上がりである。明示していない

が，家計総労働時間が市場労働の上限として存

在する。家計外から労働を雇わないという想定

なので，両者が交差する点で労働配分が決定す

る。生産性パラメタ�が�̃まで上昇すると，一
般財の限界労働制曲線が上方にシフトする。家

計財の限界労働生産性が�(b1)a (T �l )a�1で与え
られるとすれば，市場労働時間はC点からD点

にまで増える。

ここで家計財労働の生産性パラメタ�が基礎
的サービスsの増加関数であると仮定しよう。���(s )， ���0．
これは家計財労働の限界生産性がbの増加関数

を仮定することと同じである（注５６）。市場向け財

の生産性上昇による新たな利潤機会が各地域で

等しく与えられても，基礎的サービスのアクセ

スが劣る地域の家計は，チャンスを利用する度

合いが少なくなる。図８では，貧困地域のなか

の基礎的サービスの供給水準の高いb2地域の方

が家計財生産性�の水準が高く，市場財の生産
性上昇に対して労働時間がより敏感に反応する

状況を示している。この例で示したように，貧

困層が基礎的サービスへのアクセスがないこと

への不満を示すということは，基礎的サービス

を利用できないための効用低下（Gが小さくな

ること）はもちろんのこと，貧困から抜け出す

機会をも奪ってしまうためと解釈することもで

きる。

それでは，基礎的サービスの供給や配分，広

く政府支出の配分はどのような要因によって説

明されるのだろうか。Besley and Burgess（２００２）

は，インド１６州の州データを用いて，新聞普及

率が高い州ほど公的食糧制度への支出や災害救

済支出が高いことを示した。簡単な投票行動モ

デルを用いて，新聞には被災者や貧困層への支

援を投票者に知らせる機能があり，機会主義的

な統治者を規律づける役割を議論している（注５７）。

Pande（２００３）はインド１６州のデータを用いて，

指定カーストや指定部族に優先的に割り当てら

れている国会議席数が多い州ほど，これら少数

グループ向け支出が増えることを示してい

る（注５８）。Chattopadhyay and Duflo（２００４）は，

インドの西ベンガル州とラージャスタン州で実

施されている村議会（gram panchayat）への女

性議長割当制度が村の公共財支出に与えた影響

を考察している。両州ともに村議会の３分の１

の議席を女性に割り当てているほか，全農村か

ら３分の１をランダムに選んで女性が村議会議

長（sarpanch）となるように定めている。

Chattopadhyay and Duflo（２００４）は，村議会へ

の陳情内容と陳情者の性別の情報を使って男女

の選好の違いを定義し，割当のある村とない村

とで実施される事業が男女の選好のどちらを重

視しているかを推計した。推計結果からは，女

性議長の村ほど女性の選好に近い事業（西ベン

ガルでは水道や道路改良，ラージャスタンでは水

道）に支出する傾向が強く，女性議長の村ほど

男性の嗜好（西ベンガルでは灌漑や教育，ラージ

ャスタンでは道路改良や教育）へ支出しないこと

が分かった。同様に，指定カーストや指定部族

への女性議長割当も，女性の選好を反映した支

出を増やすことを示している。ここから，議長

割当制度は対象となったグループの選好を反映

させるのに有効であること，地方の特定公職が

地方の支出配分に影響を及ぼすこと，などが指

������� 研究レビュー �������������������������������������

56



摘されている（注５９）。

基礎的サービス供給と成長や貧困削減との関

係を実証的に検証した研究は少ない。Ravallion

and Datt（２００２）はインド１５州の家計データを

用いて，農業の生産性上昇は各州等しく貧困指

標を下げるが，非農業部門成長の効果は州ごと

に異なることを示した。とくに，初期条件とし

て，女性識字率が高く，乳児死亡率が低く，土

地なし層比率が低く，反収の高い州ほど，その

後の農業部門成長が貧困指標を押し下げる効果

が高い。女性識字率，乳児死亡率などは，基礎

的サービス供給が十分に行き届いていることの

結果として解釈可能であるが，州レヴェルの平

均値だけではその関係は必ずしも明確ではない。

今後は，基礎的サービス供給が成長率や家計レ

ヴェルの変数にどのような影響をもたらしてい

るか研究する必要がある。各援助機関がMDGs

実現に向けて援助の効果を厳密に評価しようと

する動き［Ito, Kobayashi and Wada２００８］は，こ

うした研究に厚みをもたらしてくれるものと期

待される。

まとめ──貧困理解の視点

本稿では，貧困の罠という視点から貧しさの

メカニズム解明を試みた。貧困の罠を発生させ

る現象として，就業差別，信用制約，リスク（保

険・信用市場の機能不全），基礎的サービス欠如

を考慮した。そこでは，機会が十分に与えられ

ないがために，生来の能力を活かしきれずに貧

しいままでいる様々なメカニズムが示された。

そして，それぞれのメカニズムに関する実証研

究と貧困の罠からの脱却を支援する政策を紹介

した。

市場の失敗を強調する本稿の論法は経済学の

伝統的な視点に根ざしている。つまり，貧困の

罠が発生するのは，要素市場（労働，資本，保

険・リスク，基礎的サービス）が失敗するためと

捉えている。資本市場が失敗することで人的資

本投資（教育，健康）が停滞し，保険・信用市

場が失敗することで貧困層向けの新技術開発と

受容が遅れ，所得源多様化による自己保険によ

って未熟練が常態化し，（職業）ネットワーク

が形成しづらくなる。そして，政治的代表権の

欠如により，基礎的サービスが不足して生産性

が落ち，就業選択も制限される。この視点に立

てば，これらの問題は，政治的代表権を別とし

て，すべて市場の失敗の根源を修正することで

貧困の罠が解消される。

最後に，こうした本稿の視点は若干古くなっ

ていることを指摘して結びとしたい。最近の開

発経済学では，市場の失敗だけに貧困の原因を

求めるのではなく，個人が合理的に行動してい

ないことにも目配りをしている。近年の行動経

済学の発展を背景に，個人の合理性を疑問視す

るようになったのである。個人の合理性に限界

があると，個人が合理的・計画的行動を取るこ

とができない。すると，市場が仮に完全であっ

たとしても，与えられた機会を十分に活かしき

れない。つまり，伝統的視点では貧しくとも合

理的（poor but rational）という視点であったが，

最近の開発経済学では貧しくて非合理的（poor

and irrational）という視点を強調し始めている。

ただし，どのような行動が合理的ではないかを

定義するためには，合理的な個人であればどう

行動するのかを知らねばならない。このため，

伝統的な開発経済学の視点の重要性はいささか

も減じられたわけではないことに注意すべきで
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ある。近年の研究は，合理的・計画的行動を取

ることを助けるようなコミットメント装置

（commitment device）を提供することを提案し

ている。

こうした視点の違いは，一国の経済成長戦略

にも違いをもたらす。貧困層が十分に合理的で

なければ，機会を与えられても貧困層が十分に

活かしきれないためである。一般に，貧困層の

多くが農村に居住するため，どのようにして農

業部門を成長させるのかが問われることが多い

［世界銀行２００８］。たとえば，リスクを考慮す

ると，所得源を多様化させながら所得を増やす

ためには，どのようにして（農村）非農業部門

を成長させるのか，という問いに答えねばなら

ない［Ravallion and Datt２００２］。しかし，貧困層

が合理的でなければ，貧困層の居住する経済が

成長しても，貧困層が豊かになるためには２つ

のレヴェルで障害を越えなくてはならない。ひ

とつは本稿で述べたような市場の失敗の超克で

ある。一国の経済や農村部門を成長させるだけ

では，貧困削減効果は十分でない可能性がある。

外生的に成長率が上昇したときに貧困層を裨益

させない，本稿で詳しく指摘したような障壁が

残されているためである。もうひとつは，限定

合理性（bounded rationality）の超克である。貧

しくて非合理的という視点に立てば，市場の失

敗を直した暁にも，貧困は自動的に解消されな

い。たとえば，貯蓄をすれば投資によって豊か

になることができるとしても，個人の合理性に

限界があれば，貯蓄ができずに貧しいままにい

るかもしれない。貧困層を豊かになるよう誘導

するためには，豊かになるための意思決定を支

援する手段を利用に供さねばならない。そうし

た政策手段の必要性は，市場が完全になったと

しても，貧困層が経済合理性を発揮しづらい環

境にあるのか吟味しないと分からない。このた

めには，今後のミクロ的貧困研究は，市場の失

敗の原因と影響の解明に加え，経済合理性およ

び経済非合理性の現実妥当性も検討していかな

くてはならない。また，経済理論一般の課題と

して，自己を律するメカニズムついても解明さ

れなければならないであろう。

（注１） むろん，政府文書に書いていない貧困層

も存在するはずであるが，ここでは貧困の機能的理

解をすることが目的であり，そのためには貧困層を

各グループごとに網羅的に取り上げる必要はない。

（注２）１９９６年にIMFと世界銀行によって提案さ

れ，各国政府によって合意された低所得国の債務削

減策。債務削減必要額の算定方法を交渉時点での債

務残高にするなどの変更を１９９９年に経ている。対象

国は国際開発協会（International Development Associa-

tion : IDA）からの贈与的融資を得ている低所得国で，

かつ，IMFのPoverty Reduction and Growth Facility

（PRGF──Enhanced Structural Adjustment Facility :

ESAFの後継）を受けている国である。また，その他

の既存の債務削減メカニズム（パリクラブによるナ

ポリ条件Naples termsの適用例）を受けている国も対

象となる。

（注３） IMFが相談相手となっているため，PRSPs

は政策実施に必要な対外資源額とそのファイナンス

方法を明示する役割も担っている。PRSPsは３年ご

とに執筆され，１年ごとに進捗報告が上梓される。

IMFによる定義（http : //www.imf.org/external/np/

exr/facts/prsp.htm）は以下のとおり。

Poverty Reduction Strategy Papers（PRSPs）are

prepared by governments in low－income countries

through a participatory process involving domestic

stakeholders and external development partners,

including the IMF and the World Bank. A PRSP

describes the macroeconomic, structural and social

policies and programs that a country will pursue over

several years to promote broad−based growth and
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reduce poverty, as well as external financing needs and

the associated sources of financing.

また，世界銀行はPRSPsの５原則として下記を挙

げている。

（１）加盟国主体で，市民社会と民間部門が広範に

参加して執筆されること。

（２）結果主義。貧困層を裨益する成果を重視する

こと。

（３）貧困の多面性を理解し，効果的に貧困を減ら

す手段を包括的に考えること。

（４）パートナーシップ主義。開発パートナー（二

国間援助機関，多国間援助機関，NGO）が調和を

取りながら参加すること。

（５）貧困削減の長期的展望に立脚していること。

ただし，World Bank and International Monetary

Fund（２００５，２０）によれば，西および中央アフリカ２６

カ国については，２０カ国が世界銀行スタッフの協力

の下に共著している。よって，目下のところはすべ

ての国が自国の貧困削減報告を執筆できる能力を備

えているわけではない。

（注４） たとえば，障害者のエンパワメントを扱

った森（２００８）を参照されたい。

（注５） ただし，近年の研究によれば，生まれた

ときにすでに貧富の格差が発生していることも指摘

されている。妊娠前の母胎の健康状態，過去の妊娠

回数，妊娠時の栄養補給・労働・飲酒・喫煙によっ

て新生児の体重が影響を受け，新生児体重によって

将来の所得や健康状態が影響を受けるためである。

Case, Fertig and Paxson（２００２），Case, Lubotsky and

Paxson（２００２），Berhman and Rosenzweig（２００４）

などを参照のこと。

（注６） 労働の限界生産性以上の賃金を与えるよ

うな政策，たとえば賃金への補助金支出は，効率を

改善する必然性がないのでこの範疇に含まれない。

ただし，後段で述べるように，補助金支出が信用市

場などの他の市場の失敗を正す目的であれば，その

限りではない。

（注７） 労働市場の地域的分断の例としては，移

住費用が高いために農閑期（労働需要の減退期）に

仕事がなくても農村に失業者として留まる，などで

ある。解消方法としては，地域間の労働市場を統合

すべく移動や情報取得の費用を低めることに加え，

労働需要の季節性をなくすために農村で非農業雇用

を生み出すことも考えられる。前者のケーススタデ

ィとして黒崎・小田（２００２）を参照のこと。後者に

ついては山形（２００８）の第２部で扱っている。労働

強度確保の代表的な例は効率賃金仮説（efficiency

wage hypothesis）である。黒崎・山形（２００３，第５章）

を参照のこと。

（注８） むろん，例外もある。パキスタン北西辺

境州の保守的な地域に行った際に女性が家から離れ

て戸外で農作業をしているのを目撃した。事情を尋

ねてみると，その村では来訪者がとても少なく，村

民も親戚縁者ばかりしかいないので，女性が戸外活

動しても問題ない，ということであった。辺境地で

あるからこそ活動の制約が少ないというケースは稀

であろうが，この場合も戒律によって女性の就業機

会が家族の内部に制限されていることにはかわりは

ない。

（注９） 教員は予算上確保されても，実際には出

勤しないサボりも問題のひとつである。極端な例を

出せば，オリッサ州南部の部族地域では，建設途中

で放り出された壁と屋根のない「小学校」がある。

当然のことながら，誰も教えに来ず，誰も学びに来

ない廃墟でしかない。しかし，公的文書上では，教

師が毎日教え，生徒のなかには落第する者さえいる。

（注１０） 市場賃金率よりも高い場合には，農作業

に全時間を費やすことが最適になる。よって，就業

差別は所得に影響を与えない。この場合はそもそも

就業差別による悪影響がないケースなので考慮の対

象外とする。

（注１１） Chiappori（１９８８）は，家計内資源配分が

パレート最適であるという最小限の仮定のみで議論

を展開している。また，Lundberg and Pollak （１９９３）

のseparate spheres bargaining modelでは，家計内で

非協力的なナッシュ均衡が実現すると想定し，ナッ

シュ均衡の効用を脅しに使う状況を考えている。こ

のモデルは，たとえば南アジア諸国のように，既婚

者が単身に戻ることができない社会においてより有

効である。ただし，ここでは議論を単純にするため

にこのモデルは扱わない。

（注１２） ただし，離婚が許されないのは男性にも
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制約となるので，女性の厚生だけを引き下げるわけ

ではない。離婚できないがために，男性も妥協せざ

るを得ず，女性の主張を取り入れなくてはならなく

なる可能性も否定できない。

（注１３） BPL認定が政治プロセスに影響されるこ

とを示した研究としてBesley, Pande and Rao（２００５），

分権化がインドの土地再配分に与えて影響として

Bardhan and Mookherjee（２００６）を参照のこと。分

権化が地元エリートによる腐敗を助長するという懸

念はlocal captureの問題として知られている。詳しく

はMansuri and Rao（２００４），Bardhan（２００２）を参照

のこと。メキシコのProgresaでも，ランダムにプロ

グラムを実施する村を選んで効果を評価する計画で

あった。ランダムに実施村と非実施村に振り分けて

いれば，両者の特徴は似通っていなくてはならない。

しかし，実施された村の家計と実施されなかった村

の家計とでは，さまざまな側面で特徴が異なること

がBehrman and Todd（１９９９）によって指摘されてい

る。これはランダムに選ばねばならないという政策

の企図に反して，政府が一定の特徴をもった家計を

選んでいたことを意味し，政府の末端までターゲテ

ィングの基準を貫徹させることの難しさを示してい

る。

（注１４） たとえば，インド全国の児童数は，州の

教育省公式統計と連邦政府の国勢調査では２００万人以

上の乖離がある。州の教育省が児童労働者数を少な

く見積もっているためである。このように，児童労

働者数を減らすという目標があるために，調査もせ

ずに学齢児童をすべて就学中に数えたり，特定グル

ープを就学候補リストから除外する例が後を絶たな

い。Sinha（２００５）を参照のこと。中央政府も同様の

認識はあり，Sarva Shiksha Abhyan（SSA）と呼ばれ

る初等・中等就学保証政策の評価報告書である

Government of India（２００７）にも，就学記録と出席

記録の乖離が指摘されている。SSAの場合も州政府が

統計をまとめているため，成績をよくみせようとす

る州政府官僚によって情報が改ざんされている可能

性がある。

（注１５） 選挙の洗礼を受ける村議会も，地元コミ

ュニティの信認なしに政治活動をすることが難しい

はずである。しかし，村議会メンバーによる汚職や

腐敗の事例は数多く報告されている。NGOはいつで

も不信任されることが可能なのに対し，政治家は選

挙まで待たねばならない差はあるが，この点がどの

ように解明されるかは今後の研究課題であろう。イ

ンドの村レヴェルの投票行動に関しては，Kondo

（２００７）を参照のこと。

（注１６） 貧困層は参加する誘因をもち，非貧困層

は参加する誘因をもたないような政策デザインを用

いる貧困政策。

（注１７） インドにおける例からは，ターゲティン

グ精度ではワークフェアが低所得者向け貸付政策よ

りも優れているとする報告もある［van de Walle１９９８］。

ただし，van de Walle（１９９８）が比較しているのは，

ワークフェアと政府が認定した低所得者向けの貸付

政策であり，セルフ・ターゲティングによる低所得

者向け貸付政策ではないことに注意する必要がある。

また，ワークフェアも完全ではない。たとえば，イ

ンドではワークフェアの多くが農閑期に行われるた

め，BPL認定さえ受ければ非貧困層にとっても参加

障壁は低い。

（注１８） マイクロファイナンスは主に自営業への

融資であるため，自営業を営むことの困難な最貧困

層は応募できない。さらに，連帯責任などのグルー

プ制を用いているマイクロファイナンス機関の場合

には，最貧困層はメンバーに選んでもらうことが稀

であり，最貧困層同士もお互いのリスクが高いため

にグループを形成しづらいことも，精度を低める要

因になっている。連帯責任や頻繁な会合をターゲテ

ィング手段に用いることは，必要以上に借り手に負

担を与えているとして，手段としての適切さが問わ

れる場合がある。たとえば，マイクロファイナンス

の代表であるグラミン銀行では，こうした考えから

連帯責任制を撤廃し，会合もより頻度を落とすよう

になった。また，上限額が少ないことは事業拡大の

障害となりやすいため，信用履歴のある借り手に対

して同じターゲティング手段を使い続けることに疑

義が発せられている。このため，マイクロファイナ

ンス機関によっては，連帯責任制の維持を難しくす

るものであっても，将来性のある個人を選んで一定

期間後に上限額を引き上げている。

（注１９） 家計所得が増えるだけでなく，家計内資
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源配分の差別が減るのであれば，貧困層を相手にす

るすべてのマイクロファイナンス機関が黒字になる

必要はない。なぜならば，差別撤廃を目的にした貧

困対策プログラムとして，マイクロファイナンス機

関に補助金を支給することが正当化される場合も考

えられるためである。バングラデシュのグラミン銀

行，インドの国立農業農村発展銀行（National Bank

For Agriculture and Rural Development : NABARD）

が共催する自助努力グループ（self help groups :

SHGs）などは，自発的参加を通じて女性の起業を支

援している。こうしたマイクロファイナンス機関は

貧困層を相手にしているために，黒字経営が困難で

あると指摘される。しかし，政府よりも費用対効果

が高いのであれば，貧困政策としては改善されたと

考えるべきである。

（注２０） 差別を合理的に説明する方法には，Akerlof

（１９７６）によって示された社会的排除原則によるカ

ースト均衡もある。これは，被差別カースト労働者

と取引した者も被差別カーストとして社会的に排除

されることを用いた均衡の考察である。しかし，現

在のインドを始めとする南アジアでもそこまでの極

端な排除は行われないので，現状を考慮するのには

適していない。

（注２１） 統計学者は統計的差別を経験的差別

（judgemental discrimination）と呼ぶ場合もある。た

とえばDempster（１９８８）など。統計的差別について

はPhelps（１９７２），Arrow（１９７３），選好による差別に

ついてはBecker（１９６１），サーベイとしてはAltonji and

Blank（１９９９）を参照のこと。

（注２２） 限界生産性が逓減した場合にも同じ結果

となる。

（注２３） 企業はリスク中立的であると仮定する。

（注２４） ベイジアン学習に当てはめると，この学

習過程は，事前確率分布とデータの確率分布双方に

正規分布を仮定し，それぞれの分散#2，$2が既知で
あるケースに相当する。ここでa � n$�2#�2�n$�2，nは平均
限界生産性の観察数である。ベイジアンの修正過程

についてはGelman et al．（２００３）を参照のこと。

（注２５） 労働者もリスク中立的であると仮定する。

（注２６） 厳密には，企業が学歴を観察できない場

合，各タイプともに教育を受けたふりをして高い賃

金を得ようとする戦略が最も利得が高くなる。する

と，誰も教育投資をしないことが均衡になる。この

ことを避けるために，恣意的ではあるが，各個人が

教育によって市場では評価されない便益を受けると

想定し，その金銭換算額eiが下記を満たすと仮定す

る。

ei�ki．

すると教育投資をする場合の純便益�[m ]＋ei－
(1�ki )は，しない場合の純便益�[m ]－１を上回る。
よって，純便益が正である限り教育投資をする，と

いう本文の想定と同じ結果となる。ei�kiという仮定

は幾らか弱めることはできる。たとえば，eiが企業

に既知の分布に従っており，ei�kiとなる割合が%i

（０，１）いるとすれば，真の生産性期待値をHタイプ

のみが教育を受けるときは��1�%H (��1)�＋１－�，
両タイプが教育を受けるときは��1�%H (��1)�＋
(1��)�1�%L (��1)�と変えるだけで議論は同様であ
る。この問題はレフェリーによって指摘を受けた。

記して感謝する。

（注２７） 一般に，経済学で扱うデータには実験デ

ータ（experimental data）と観察データ（observational

data）がある。前者は特定の仮説検定のために実験を

して集めたデータである。臨床医学，工学，化学な

どの実験科学に多いデータ収集方法であるが，経済

学でも近年は実験データを集めて仮説検定する試み

が増えている。こうした手法を実験的手法と呼ぶ。

一方，観察データは，データ収集者による実験を経

ないで集めたデータである。実験データには特定の

仮説検定に用いる仮定が弱くて済む利点がある。た

だし，性別や母親の年齢の効果など，実験によって

操作しづらい研究要素もある。また，経済学のよう

に人間を対象にする科学では，社会実験をすること

への政治的抵抗も費用として無視できない。また，

観察データであっても自然実験（natural experiments）

によって実験データと同様の利点をもつ場合もある。

詳しくはHeckman and Smith（１９９５），Rosenzweig and

Wolpin（２０００），Ito（２００６）を参照のこと。

（注２８） 労働者階級の就業先において雇用者が労

働者の能力を観察することができないと，信頼でき

るネットワークからの斡旋が雇用者と労働者の双方

にとって有益になる。同じグループ・労働者階級か
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らどれだけ就業しているかという実績があるほど，

ネットワークの斡旋機能は高まると考えられるので，

ネットワークへの参加人数が多いほどネットワーク

の価値は高まる。

（注２９） 雇用労働lwに関する一階条件はpF
 F (n�lw ) lw ＝

w
a
＞wなので，lw時間にw

a
＞wという割高な賃金を実質

的に支払っていることになる。

（注３０） 自らが市場で労働する場合もサボること

ができるので，実質的にはal時間にwという賃金を得

ることができ，サボることによって体力を温存でき

るという正の効果がある。ここでの議論ではこの効

果を所得に換算していないので，単なる所得の低下

として捉えられている，本来ならば体力の温存によ

って効用が高まることを差し引く必要がある。

（注３１） 労働の限界収入が高く留まると，家族労

働として農作業をして所得を高めることの（限界）

リターンと雇用労働を農作業で雇う機会費用が高ま

る。農作業における自らの労働の限界的な価値が高

まると，子どものために時間を使う（限界）コスト

も高くなる。親が自らの所得と子どもの厚生の両方

を考慮する限り，人的資本投資における自らの労働

の限界的価値が高くなるように，子どものために費

やす時間を短くする（人的資本投資は収穫逓減であ

るため）。よって，労働市場が不完全であると，家族

労働が貴重になるため，親による子どもの人的資本

投資は減少する。

（注３２） 厳密には，子どもへの人的資本投資が減

るために，子どもの将来の収入が減るだけなので，

現時点の所得は影響を受けない。ただし，親が子ど

もの収入を高めたいと望んでおり，子どもの将来所

得が増えることが，遺産を減らすなどの経路で現時

点の所得を増やすこともあり得る（資本市場が十分

に機能し，子どもの将来の収入を親が前借りできる

場合にも発生する）。

（注３３） 農作業Fに子どもの労働を使っていたり，

子どもが賃金率wをもらって市場で労働しながら，そ

れ以外の時間は子どもが人的資本投資Gを行う状況

を考えよう。この場合でも，労働市場の不完全性は

実効的な賃金を上昇させるため，子どもへの人的資

本投資を減らす。労働市場の不完全性は，市場で成

立する労働の限界生産性を高めるため，努力を勘案

した実効的な児童賃金が上昇する。または，子ども

はより従順で指示された仕事を忠実にすることを考

えると，サボりが予期される成人労働から児童労働

に労働需要がシフトし，児童労働賃金が上昇するこ

とも考えられる。

（注３４） 当然のことながら，児童賃金の上昇に応

じて子どもの人的資本投資が減るという現象は，ど

のような理由であれ児童賃金が上がると発生する。

Foster and Rosenzweig（２００４）は，緑の革命期のイ

ンドで，米の生産性上昇による労働需要の高まりか

ら児童賃金が上昇し，子どもが学校をやめて働くよ

うになったことを示している。この傾向は土地なし

層の子どもにとくに顕著で，土地もちと土地なしの

人的資本投資の格差を広げたといわれる。その理由

としては，土地なし層の子どもはそもそも家計が貧

しいために働く傾向が強かったことに加え，栽培技

術革新が将来経営に携わる土地もち層の子どもの人

的資本投資の収益率を引き上げたのに対し，大土地

経営とは無関係の土地なし層の子どもの人的資本投

資収益率は影響を受けなかったためである。Foster

and Rosenzweig（２００４）は，土地なし層や小規模農

民が大土地経営と将来も無関係でいる理由として，

労働市場が不完全なために，農作業全体を管轄する

経営的な仕事は雇用労働ではなく家族労働にしか任

せられないことを挙げている。

（注３５） たとえば，Munshi and Rosenzweig（２００６）

の研究も，家計調査で学校，カーストを尋ねるだけ

で十分である。労働の代替性も，農業などの家計に

おける生産と雇用労働の情報を尋ねることで検証可

能である。

（注３６） 貧困層に返済を強制実施させるだけの履

行強制力が司法によって保証されていないことも，

貧困層向け貸付をためらわせる原因となる。また，

貧困層への１件当たり貸付額は少額であり，僻地に

住むことの多い貧困層を対象とした支店を開設する

費用も高いため，貸付の固定費用や事務的手続の手

間を考えると割に合わないこともある。これらが原

因で資本市場が不完全にしか機能しないために，信

用エンタイトルメントが一部の人に与えられていな

い。

（注３７） 親と子どもがお互いを利他的に思いやり，
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子どもが自ら消費して，親が遺産を残し，子どもが

親に仕送りをする，というモデルの結果と同じにな

る。詳しくはBaland and Robinson（２０００），伊藤（２００５）

を参照のこと。

（注３８） 信用制約の影響を測るためには，信用制

約にあるかどうかを判断しなくてはならない。信用

制約とは，（１）式の定義でも明らかなように，現行の

利子率で希望額を借りられない状態を指す。多くの

研究では，借りた実績を以て信用制約下にないと定

義してきたが，この定義だと借りたくない，もしく

は借りる必要がないので借りなかった家計を信用制

約下の家計とみなしてしまう。その一方で，家計に

「お金を借りようと思ったら借りたいだけ借りるこ

とができますか」と仮想の質問をすると，その答え

が果たして正しい認識なのか判断できない。このよ

うに信用制約下にある家計を見極めることには問題

があるが，Sawada et al．（２００６）は，信用源ごとに借

り入れ申請の有無やその理由と結果を尋ねることに

より，精度の高い信用制約情報を得ることに成功し

ている。

（注３９） リスクの源泉は，ここで述べたような生

産性ショックだけでなく，価格変動などの市場リス

ク（market risk），政策変更による制度リ ス ク

（institutional risk），運搬がうまくいかないなどの操

業リスク（operational risk），市場で取引することの

できないビジネスリスク（business risk），買い手が

倒産するなどの信用リスク（credit risk）など，さま

ざまである。入門的な考察を行う本稿では，農村に

おける主たるリスク源泉である生産性ショックにの

み着目して分析を進める。

（注４０） 後に示すように，プレミアムが保険数理

的に公平（actuarially fair）な保険の場合には，リスク

を避けようとする農民は豊作状態と凶作状態で消費

額が同じになるまで，つまり，リスクがなくなるま

で保険を購入する。

（注４１） F (a�b )�0上におけるaとbの関係をda
db
＝

－
 F b F aとして求めることができる，という定理。ただし，
前提として F a ��0が成り立つ必要がある。
（注４２） 民間保険会社が提供するとしても論旨は

変わらない。

（注４３） 実際には，保険購入単位は整数であるた

めに一階条件は成立しないが，簡単化のために細か

な単位でも保険を購入できると仮定する。

（注４４） 実際の天候保険では，政府は競争的な市

場（国際保険市場）から保険を購入するので，期待

利潤ゼロという想定は非現実的ではない。

（注４５） なぜならば，保険数理的に公正な保険の

線は期待所得の水準を表しているためである。期待

所得をEと表すと，E＝py1＋(1�p )y2をy2＝ 1
1�p E－

p
1�p y1と変形すれば，図７で切片 1

1�p E，傾き－ p
1�pの直

線として描くことができるからである。よって，期

待所得水準はEなので，保険の線が右上に位置するほ

ど期待所得水準は高くなる。よって，tm線上で右に

行くほど期待所得水準は高くなる。

（注４６） たとえば，米や小麦も，国際稲研究所

（IRRI）や国際小麦トウモロコシ改善センター

（CIMMYT）などにおいて改良品種が作り出された

ために，緑の革命と呼ばれる生産性の飛躍的向上を

もたらした。大豆は熱帯酸性土では栽培不可能であ

ったが，ブラジル国営農場試験センター（EMBRAPA）

は改良品種を作り出してブラジルを世界第２位の大

豆輸出国にした。こうした劇的な例ではなくとも生

産性を引き上げる栽培技術進歩は常に起こっている。

ただし，技術革新は主に温帯作物に限定される。途

上国の多くが栽培する熱帯作物の反収成長率は温帯

作物に比べて著しく低い。FAOデータを分析した伊

藤（２００４）を参照のこと。

（注４７） これは実験栽培が分割不可能で一定規模

以上の土地が必要だからである。もしも分割可能で

あれば，小土地所有者でも実験をすることが可能に

なる。

（注４８） しかし，労働者は土地をもたないため，

農村内での雇用が不十分だと判断すれば，近隣農村

や都市部に移住することの費用が少ない。国内を移

動する費用が十分に低く，国内各地域のリスクの相

関が低ければ，移動の費用がかかるとはいえ，移住

によってリスクへの対処が可能になる。一方，貧困

層が社会的ネットワークを広くもっていなければ，

移住の費用は高くなる。さらに，頻繁に移住するこ

との長期的コストとして，特定のコミュニティに参

加できなくなること，社会的ネットワークをもてな

いこと，特定の職に就いて熟練を蓄積できないこと，
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子どもの就学が遮られること，主に定住者に提供さ

れる基礎的サービスを十分に利用できないことなど

がある。これらが貧困の罠を実現させることは，本

稿が繰り返し述べているところである。

（注４９） 補償額に応じてプレミアムを設定すると，

プレミアムが高くなりすぎて貧困層が加入できない

可能性がある。

（注５０） 一定以上の規模の災害に対する保険は，

国内だけで販売することは難しいため，国際金融市

場で販売されることがある。こうしたカタストロフ

ィック・リスクと呼ばれる災害は，cat bondと呼ばれ

るインデクスものの金融商品（一定基準以上の災害

だと投資家が元本の一部またはすべてを失い，それ

以下だと被保険者の支払うプレミアムを得る）とし

て投資家に購入させることで保険が成立可能である。

（注５１） 十分な排泄物処理施設にアクセスのある

人口比率。十分な排泄物処理施設とは，下水網（sewage

system），浄化槽網（septic tank system），水洗簡易

トイレ（pour－flush latrine），落とし込み式簡易トイ

レ（pit latrine），換気口付き改良型落とし込み式簡易

トイレ（ventilated improved pit latrine）など。排泄

物処理施設が十分であると判断されるのは，私有か

共有であり，かつ，人間，動物，昆虫が排泄物と接

触することを防ぐ機能があるときに限られる。

（注５２） 利用者の電話機器が公衆回線切替装置

（public switched telephone network : PSTN）に接続

されている回線数。

（注５３） モデルの構造は健康生産関数（health

production function）を想定して健康を消費するモデ

ルと同じであり，家計財を健康と読み替えても構わ

ない。

（注５４） 家計財生産に投入財を導入しても結果は

変わらない。

（注５５） 当然のことながら，この結果は効用関数

と生産関数に選んだ関数型に依存している。しかし，

選好が一般財と家計財の両方を重視するのは極端な

仮定ではないし，生産関数が収穫逓減な場合にも同

様の解を示すことができる。よって，選んだ関数型

は計算を単純化するのに便利であるにせよ，決して

非現実的なものではない。

（注５６） つまり， G 2 t s＞０を仮定することと同じで

ある。同じ時間を投じても，基礎的サービスをより

多く利用できる地域では，家計財労働の限界生産性

が高いということである。たとえば，掃除に時間を

使うとき，周りの衛生環境が整っていたり，清潔な

水道があると，単位時間当たりの掃除がもたらす健

康状態の改善度合いが高まる。

（注５７） ただし，なぜヒンディー語新聞には反対

の効果があるのか，なぜ字の読めない貧困層がアク

セス可能なTVやラジオではないのか，などの推計結

果に関する議論はなく，結果の頑健性に疑問が残る。

（注５８） 議席割当によって増える支出項目は，指

定カーストは職業留保制度，指定部族は指定部族向

け福祉支出である。この違いは就業形態や地域が異

なることを反映していると著者らは考えていれる。

驚くべきことに，両者への議席割当はともに教育支

出を減らす傾向も示されているが，その解釈は与え

られていない。インドでは政党ごとに投票するため，

少数グループへの議席割当の効果は疑問視されてき

た。しかし，たとえ政党政治の枠組みがあっても，

政党が政治家の政策をコントロールしきれず，割当

によって政策が変化することをこの結果は示唆して

いる。

（注５９） ただし，女性は教育を軽視するという選

好の「定義」，および，陳情回数によって選好を識別

するという方法には，若干の議論を呼びそうではあ

る。著者ら自身も，陳情した女性が夫の選好を代理

している可能性を否定できないと述べている。たと

えば，女性議長割当で当選した女性が夫の傀儡に過

ぎない事例は，アネクドートして散見されるし，筆

者も目撃している。また，教育は女性にとって優先

度が高い支出項目だと通常は考えられ，かつ，女性

の交渉力が高まると子女の教育水準が性差なく高ま

ることが多くの研究で指摘されている。よって，女

性が公職に就くことによって教育支出が減るという

結果は，本当に女性の選好を反映したものかは疑問

である。著者らは，陳情にはコストがかかるので，

わざわざ意見表明するのは自らの選好を反映してい

るはずだと議論している。陳情にコストがかかるの

は正しいが，誰の選好を表明しているのかは，コス

トの有無と関係ないことに留意すべきである。たと

えば，陳情の対価に金銭的・非金銭的報酬を得てい
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るロビーイングを行っているとすれば，陳情内容に

どれだけ自らの選好が反映されているか疑問が残る。

よって，割当制度が支出配分を変えることについて

は支持されるが，誰の選好を反映するように変える

のかはさらなる検証が必要である。
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